
 

 
 

平成１８年 第１４回定例会 
 

あわら市議会会議録 
 
 
 

平成 18年 3月 7日 開 会 

平成 18年 3月 22日 閉 会 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

あわら市議会 



 



 

平成 18年 第１４回あわら市議会 定例会会議録目次 

 

 

第 １ 号（３月７日） 

議事日程 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 1 

出席議員 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 3 

欠席議員 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 3 

地方自治法第 121 条により出席した者 ････････････････････････････････････ 3 

事務局職員出席者 ･･････････････････････････････････････････････････････ 3 

議長開会宣告 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 4 

市長招集挨拶 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 4 

開議の宣告 ････････････････････････････････････････････････････････････ 5 

諸般の報告 ････････････････････････････････････････････････････････････ 5 

行政報告 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 5 

会議録署名議員の指名 ･･････････････････････････････････････････････････ 8 

会期の決定 ････････････････････････････････････････････････････････････ 8 

議案第１号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 ･･････････････････････ 9 

議案第２号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 ･･････････････････････ 9 

議案第３号から議案第１０号の一括上程・提案理由説明 

・総括質疑・委員会付託 ･･･････････････ 10 

議案第１１号から議案第２０号の一括上程・提案理由説明 

・総括質疑・委員会付託 ････････････････ 14 

議案第２１号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 ････････････････････ 26 

議案第２２号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 ････････････････････ 27 

議案第２３号、議案第２４号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 ･･････ 27 

議案第２５号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 ････････････････････ 28 

議案第２６号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託託 ･･････････････････ 29 

議案第２７号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託託 ･･････････････････ 29 

議案第２８号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 ････････････････････ 30 

議案第２９号、議案第３０号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 ･･････ 31 

議案第３１号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 ････････････････････ 32 

議案第３２号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 ････････････････････ 32 

議案第３１号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 ････････････････････ 32 

議案第３３号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 ････････････････････ 33 

坂井地区介護保険広域連合議会議員の選挙 ････････････････････････････････ 33 

坂井地区水道用水事務組合議会議員の選任 ････････････････････････････････ 34 

 

 



 

第 ２ 号（３月８日） 

議事日程 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 36 

出席議員 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 37 

欠席議員 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 37 

地方自治法第 121 条により出席した者 ･･･････････････････････････････････ 37 

事務局職員出席者 ･････････････････････････････････････････････････････ 37 

開議の宣告 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 38 

諸般の報告 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 38 

会議録署名議員の指名 ･････････････････････････････････････････････････ 38 

一般質問 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 38 

牧 田 孝 男 君 ･･･････････････････････････････････････････････････ 38 

一般質問 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 47 

笹 原 幸 信 君 ･･･････････････････････････････････････････････････ 47 

一般質問 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 51 

向 山 信 博 君 ･･･････････････････････････････････････････････････ 51 

一般質問 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 55 

坪 田 正 武 君 ･･･････････････････････････････････････････････････ 55 

一般質問 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 59 

関 山 博 夫 君 ･･･････････････････････････････････････････････････ 59 

一般質問 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 67 

八 木 秀 雄 君 ･･･････････････････････････････････････････････････ 67 

一般質問 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 69 

山 口 峰 雄 君 ･･･････････････････････････････････････････････････ 69 

一般質問 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 74 

穴 田 満 雄 君 ･･･････････････････････････････････････････････････ 74 

一般質問 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 81 

橋 本 達 也 君 ･･･････････････････････････････････････････････････ 81 

一般質問 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 84 

大 下 重 一 君 ･･･････････････････････････････････････････････････ 84 

一般質問 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 90 

山 川 知一郎 君 ･･･････････････････････････････････････････････････ 90 

一般質問 ････････････････････････････････････････････････････････････ 101 

卯 目 ひろみ 君 ･･････････････････････････････････････････････････ 101 

一般質問 ････････････････････････････････････････････････････････････ 107 

海老田 州 夫 君 ･･････････････････････････････････････････････････ 107 

散会の宣言 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 115 

署名議員 ････････････････････････････････････････････････････････････ 115 

 



 

第 ３ 号（３月２２日） 

議事日程 ････････････････････････････････････････････････････････････ 116 

出席議員 ････････････････････････････････････････････････････････････ 118 

欠席議員 ････････････････････････････････････････････････････････････ 118 

地方自治法第 121 条により出席した者 ･･････････････････････････････････ 118 

事務局職員出席者 ････････････････････････････････････････････････････ 118 

開議の宣告 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 119 

会議録署名議員の指名 ････････････････････････････････････････････････ 119 

議案第３号から議案第３３号の委員長報告・質疑・討論・採決 ････････････ 119 

議案第３４号の上程、提案理由説明、質疑、討論、採決 ･･････････････････ 154 

議案第３４号、議案第３５号の上程、提案理由説明、質疑、討論、採決 ････ 161 

議案第３７号の上程、提案理由説明、採決 ･･････････････････････････････ 163 

議案第３８号、議案第３９号の上程、提案理由説明 ･･････････････････････ 163 

議案第４０号から議案４５号の一括上程、提案理由説明、採決 ････････････ 164 
議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 ････････････････････････････ 167 

常任委員会の閉会中の特定事件調査の件 ････････････････････････････････ 167 

閉議の宣言 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 167 

議長閉会挨拶 ････････････････････････････････････････････････････････ 168 

市長閉会挨拶 ････････････････････････････････････････････････････････ 168 

閉会の宣告 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 169 

署名議員 ････････････････････････････････････････････････････････････ 169 

 

 



 



 

1 

平成１８年度 第１４回あわら市議会 定例会 

 

第 １ 日 

平成１８年３月７日（火） 

午後１時    開 議 

 

１．開会の宣告 

１．市長招集あいさつ 

１．開議の宣告 

１．諸般の報告 

１．行政報告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 議案第 １号 専決処分の報告について 

（損害賠償の額を定めることについて） 

日程第 ４ 議案第 ２号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成１７年度あわら市一般会計補正予算（第６号）） 

日程第 ５ 議案第 ３号 平成１７年度あわら市一般会計補正予算（第７号） 

日程第 ６ 議案第 ４号 平成１７年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算 

（第３号） 

日程第 ７ 議案第 ５号 平成１７年度あわら市老人保健特別会計補正予算 

（第２号） 

日程第 ８ 議案第 ６号 平成１７年度あわら市金津雲雀ケ丘寮特別会計補正予算 

（第４号） 

日程第 ９ 議案第 ７号 平成１７年度あわら市公共下水道特別会計補正予算 

（第４号） 

日程第１０ 議案第 ８号 平成１７年度あわら市農業集落排水事業特別会計補正予 

算（第２号） 

日程第１１ 議案第 ９号 平成１７年度あわら市モーターボート競走特別会計補正 

予算（第２号） 

日程第１２ 議案第１０号 平成１７年度あわら市水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第１３ 議案第１１号 平成１８年度あわら市一般会計予算 

日程第１４ 議案第１２号 平成１８年度あわら市国民健康保険特別会計予算 

日程第１５ 議案第１３号 平成１８年度あわら市老人保健特別会計予算 

日程第１６ 議案第１４号 平成１８年度あわら市金津雲雀ケ丘寮特別会計予算 

日程第１７ 議案第１５号 平成１８年度あわら市公共下水道特別会計予算 

日程第１８ 議案第１６号 平成１８年度あわら市農業集落排水事業特別会計予算 



 

2 

日程第１９ 議案第１７号 平成１８年度あわら市モーターボート競走特別会計予算 

日程第２０ 議案第１８号 平成１８年度あわら市水道事業会計予算 

日程第２１ 議案第１９号 平成１８年度あわら市工業用水道事業会計予算 

日程第２２ 議案第２０号 平成１８年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計予算 

日程第２３ 議案第２１号 あわら市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の 

制定について 

日程第２４ 議案第２２号 あわら市長期継続契約を締結することができる契約に関 

する条例の制定について 

日程第２５ 議案第２３号 あわら市国民保護協議会条例の制定について 

日程第２６ 議案第２４号 あわら市国民保護対策本部等条例の制定について 

日程第２７ 議案第２５号 あわら市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正 

する条例の制定について 

日程第２８ 議案第２６号 あわら市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２９ 議案第２７号 あわら市保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第３０ 議案第２８号 あわら市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定 

について 

日程第３１ 議案第２９号 あわら市金津雲雀ケ丘寮条例の一部を改正する条例の制 

定について 

日程第３２ 議案第３０号 あわら市金津雲雀ケ丘寮介護サービス事業手数料等条例 

の一部を改正する条例の制定について 

日程第３３ 議案第３１号 芦原温泉上水道財産区特別職の職員の給与及び旅費等に 

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第３４ 議案第３２号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第３５ 議案第３３号 福井坂井地区広域市町村圏事務組合規約の変更について 

日程第３６ 坂井地区介護保険広域連合議会議員の選挙 

日程第３７ 坂井地区水道用水事務組合議会議員の選任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

出席議員（２２名） 

１番 八 木 秀 雄     ２番 笹 原 幸 信 

３番 大 下 重 一     ４番 山 川 知一郎 

５番 山 口 峰 雄     ６番 北 島   登 

７番 関 山 博 夫     ８番 向 山 信 博 

９番 坪 田 正 武    １０番 篠 﨑   巖 

１１番 石 田 則 一    １２番 丸 谷 浩 二 

１３番 牧 田 孝 男    １４番 卯 目 ひろみ 

１５番 宮 崎   修    １６番 穴 田 満 雄 

１７番 山 川   豊    １８番 海老田 州 夫 

１９番 見 澤 孝 保    ２０番 東 川 継 央 

２１番 橋 本 達 也    ２２番 杉 田   剛 

欠席議員（なし） 

 

 

 

地方自治法第 121 条により出席した者 

 市    長  松 木 幹 夫    副 市 長  坪 田 雅 一 

 教 育 長        児 島 博 光    総 務 部 長  伊 藤 清 明 

 市民生活部長  山 田 重 喜    福祉保健部長  清 水 芳 文 

 経済産業部長  小 林 幸 夫    土 木 部 長  神 尾 秋 雄 

 教 育 次 長  吉 村 幸 夫    芦原温泉上水道財産区管理者  竹 田 冨九一 

 市 長室理事  長谷川 賢 治 

 

 

 

事務局職員出席者 

 事 務 局 長        笹 原 徳 明    事務局長補佐  中 林 敬 雄 

 書    記  渡 邉 清 宏 

 

 

 

 



 

4 

 

◎議長開会宣告 

○議長（山川 豊君） ただ今から、第１４回あわら市議会定例会を開会いたします。 

 

（午後 1時 00 分） 

 

◎市長招集挨拶 

○議長（山川 豊君） 開会にあたり、市長より招集のごあいさつをいただきます。 

○市長（松木幹夫君） 議長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 本日ここに、第１４回あわら市議会定例会の開会にあたり、一

言ご挨拶を申し上げます。 

３月に入りようやく春めいてまいりました。議員各位には、ご健勝にてお過ごしの

こと、心よりお慶び申し上げます。 

さて、「平成の大合併」といわれる今回の市町村合併も今月最後のピークを迎えて

おります。「平成の大合併」以前の平成１１年３月末に３，２３２あった市町村数も、

今月末には１，８２１まで減少するとのことであります。 

県内におきましても、３月２０日の坂井市の誕生により、９市８町に再編され、行

政運営におきましても新たな局面を迎えるものであります。 

このような中、去る２月２８日には、首相の諮問機関である地方制度調査会から道

州制に関する答申がなされております。 

この答申では、全国を９、１１及び１３の道州に分けた３パターンの区割り案が示

されるとともに、国の仕事を道州に移し、都道府県の担う仕事の多くを市町村に移す

ことで「小さな政府」と地方分権を進める道筋が示されております。 

これまでの市町村合併の推進や「三位一体の改革」の推進、さらには今後の道州制

論議の高まり等に伴い、市町村の担う役割は、ますます大きくなるものであります。 

何を地域の行政課題として捉え、何を政策として選択していくかが、市町村の生き

残りに係る重要な問題であると考えてあります。 

市政に目を向けましても、中学校建設問題や庁舎統合問題など喫緊の課題が山積い

たしております。 

これら諸問題の方向性を明らかにするとともに、分権時代にふさわしいあわら市の

建設に向け、全力を傾注する所存でございますので、議員各位にはさらなるお力添え

をお願いする次第であります。 

ご案内のとおり、本定例会におきましては、３３議案の審議をお願いするものであ

ります。その内訳につきましては、専決処分に関するもの２議案、補正予算及び新年

度当初予算に関するもの１８議案、条例の制定や一部改正に関するもの１１議案その

他指定管理者の指定に関するもの１議案及び一部事務組合の規約等の変更に関する

もの１議案となっております。 
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各議案の内容、上程の主旨につきましては、後ほどご説明を申し上げますが、何と

ぞ慎重なご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げまし

て、招集のご挨拶といたします。 

 

 

◎開議の宣告 

○議長（山川 豊君） これより、本日の会議を開きます。 
本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

 
 

◎諸般の報告 

○議長（山川 豊君） 諸般の報告を事務局長より行ないます。 

〇局長（笹原徳明君） 諸般の報告をいたします。 
１２月１３日招集の第１３回定例会において、議決されたました諸議案については、

１２月２６日付、市長宛に会議結果の報告を行っております。 
本定例会への提出議案は、市長提出議案３３件であります。 
本定例会の説明出席者は、市長以下１１名です。 
以上でございます。 

 
 
◎行政報告 

○議長（山川 豊君） 市長の行政報告を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 各部の所管事項について、行政報告を申し上げます。 

まず、市長室関係でございますが、秘書広報課所管では、１月１９日に県市長会が

開催され、本年度の補正予算や平成１８年度予算についての審議が行われております。 

また、冬期間における交通網の確保についての協議を行い、県市長会として「冬期

間、北陸自動車道や国道８号などの主要幹線道路が通行止めにならないような対策に

ついて関係機関に要請すること」を決議し、松村国土交通副大臣等に要請活動を行っ

ております。 

１月２９日には全国市長会行政委員会が開催され、関係省庁及び事務局からの諸般

の報告を受けたほか、平成１８年度予算や６月７日に開催される第７６回全国市長会

議の開催要領についての協議が行われ、いずれも原案どおり決定をいたしております。 

国際交流関係では、２月２０日に孫毅北京魯迅博物館館長らが、あわら市を訪れ、

魯迅や藤野厳九郎の研究を共同して行なうことにより、今後のさらなる友好協力を確

認したところであります。 

次に、総務部関係について申し上げます。財政課所管のモーターボート競走事業に
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つきましては、１月の第１０回終了時におけるあわら市施行分の売上げ状況は、前年

度同期と比較して１１．１パーセントの減となり、入場者数も１５．６％の減となっ

ております。 

三国競走場全体としては、昨年１２月にＧ１レースのモーターボート大賞競走を開

催したこともあり、売上金額は１７．４パーセントの増となっておりますが、入場者

数では６％の減となっており、今後も依然として厳しい運営が続くものと考えており

ます。 

このような状況のなかで、平成１８年度の競走開催市町村の指定申請事務を進めて

参りましたが、事務委託料等について関係団体との協議が整いましたので、去る１月

３１日に総務大臣あてに申請書を提出したところであります。 

次に市民生活部関係でございますが、市民課の窓口業務につきましては、毎週火曜

日の延長業務に加え、今月５日の日曜日から休日業務を開始したところであります。 

この休日業務は、毎週日曜日の午前中に金津庁舎の市民課窓口で、戸籍の謄抄本を

はじめ住民票の写し、印鑑証明書、税証明書など７業務の交付事務を行なうものであ

ります。 

とりわけ戸籍の謄抄本の休日交付は、県内で初めての取り組みであり、これらの事

務を行なうことにより、市民の皆様の利便性を図り、窓口サービスの向上を目指すも

のであります。 

続いて生活環境課所管のコミュニティバスでございますが、昨年１１月の運行開始

以来、１月末までの３カ月間の利用者数は、延べ９，６８２人で、１日当り１０５．

２人、１便当たり３．３３人となっております。 

利用者数が最も多かったのは、細呂木・吉崎方面の北ルート２号線の３，２３４人

で、次が伊井・坪江・剱岳方面の南ルート２号線の２，１４５人であります。 

また、利用者のうち約半数の４，６７０人が６５歳以上のお年寄りで、小・中学生

の通学が約４分の１の２，５９５人、残り２，４１２人が６４歳以下の利用となって

おります。 

観光ルートにつきましては、１カ月当たり約２００人の乗車となっており、３カ月

間で６１１人の利用がございました。 

一人でも多くの皆様にご利用いただくため、運行時刻の一部変更や停留所の増設な

ど若干の改善を行っております。今後も、簡易な事項についてはその都度見直しを行

い、より利便性のあるものにして参りたい考えております。 

三国あわら斎苑組合関係では、新葬斎場の名称を「代官山斎苑」と、去る１月１８

日に供用を開始いたしました。旧施設も取り壊し、跡地を駐車場として整備し、全工

事が完了いたしております。 

供用開始に合わせ、葬斎場予約システムを導入し、登録業者による仮予約が２４時

間体制で可能となり、葬儀の手配がスムーズにできるようになりました。 

なお、今月２０日の坂井市の設置を期に、管理者が三国町長からあわら市長に、事

務局も三国町からあわら市にそれぞれ引き継がれることになっております。 



 

7 

次に産業経済部関係でございますが、まず農林水産課所管では、平成１８年度の生

産調整について申し上げます。 

国は、１８年産米の生産数量を昨年より２１万トン減の８３３万トンと設定し、県

に配分された１３万９，５００トンのうち、あわら市には昨年より８４トンの減とな

る１万１１６トンが配分されたところであります。 

この配分数量を従来の転作率に置き換えますとあわら市平均で２７．４パーセン

ト％となり、昨年に比べ１パーセントの増加となっております。 

これを受けてあわら市では、米の生産数量や作付面積の取りまとめを行い、去る２

月２日、３日の両日、農家組合長会議を開催し、各集落に正式配分として通知したと

ころであります。 

観光商工課所管では、地域再生マネージャー事業について申し上げます。 

昨年１０月の就任以来マネージャーには、あわら温泉の活性化やあわら市の新しい

観光資源の開発について、精力的に取り組んでいただいているところであります。 

地域再生ビジョンを構築する資料を得るため、１月には、観光商工課職員とマネー

ジャーによる宿泊観光客へのアンケート調査を実施いたしております。 

このアンケートは、あわら温泉を選んだ理由、旅行目的など１２項目にわたるもの

であります。 

さらに２月には、旅館組合に加盟している旅館の協力を得て１カ月間わたり、同様

の調査を実施したところであります。 

今後は、この調査で得られた貴重な意見を参考にしながら、地域再生マネージャー

事業の各施策に生かして参りたいと考えております。 

次に土木部関係でございますが、建設課所管の道路除雪について申し上げます。 

昨年１２月中旬から約１０日間にわたり降雪があり、県内では２１年ぶりの記録的

な積雪に見舞われました。 

あわら市でも１２月１３日から２３日にかけてまとまった積雪があり、金津庁舎前

で５２センチ、名泉郷区観測点で１００センチの最大積雪深を観測いたしました。 

このため、市所有除雪車６台で幹線道路の除雪を実施するとともに、市内建設業者

２４社に出動を依頼し、延べ１３６台の除雪車両で、３，８７７時間の除雪委託を行

い、市民の皆様の足の確保に努めたところであります。 

なお、これらの除雪作業に要した費用は、総額５，３２７万２千円に達し、昨年１

２月２６日付けで専決処分をさせていただき、これらの経費の処理をいたしておりま

す。 

国土交通省では、降雪量が特に多い市町村に対して市町村道の除雪費補助の緊急措

置を講じ、あわら市では、対象事業費９００万円に対し２分の１の補助金４５０万円

が確定いたしております。 

続いて金津・三国線道路改良事業の進捗状況でございますが、関係地権者との用地

買収契約につきましては、現時点で全ての契約は完了いたしておりませんが、未契約

の地権者も事業に関する基本的な考え方や必要性には同意を示されており、今後、で
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きる限り早期に締結できるよう最善の努力をして参ります。 

この事業は国庫補助対象事業であり、また、年度末であることから、未契約の用地

部分を除き予定どおり工事に着手し、平成１９年度完成を目指したいと考えておりま

す。 

最後に教育委員会関係でございますが、文化学習課所管の金津創作の森では、「日

本のクラフトイン金津創作の森展」を１月２１日から２月２６日まで開催いたしまし

た。 

これは、社団法人「日本クラフトデザイン協会」の会員と北陸の作家約９０人によ

る展覧会で、北陸では初となるクラフト展でありました。 

本展は、ふくい産業支援センター、石川県デザインセンター及び富山県デザイン協

会の協力を得て、クラフト作品を展示する一方、若手作家や新しい分野を開拓してい

る作家の作品を紹介し、伝統産業を担うクラフト作家を支援するものであります。 

また、本展初日には公開審査を行い、入賞作品４点を選定するなど、優れた作家の

表彰も行っております。 

会期中は、冬期間にもかかわらず２，６４４人の観覧者があり、クラフトに対する

人気の高さが伺えたことから、今後もこれらの分野にも力を入れて参りたいと考えて

おります。 

入居創作家の第２次募集につきましては、パンフレット等を作成して広報に努めた

ほか、地元新聞や業界雑誌等に積極的に取り上げられたことから多くの反響があり、

作家からの問い合わせもございます。 

今後も金津創作の森の次代を担う入居創作家の募集に、積極的に取り組んで参る所

存であります。 

以上で行政報告を終わります。 

 

 

◎会議録署名議員の指定 

○議長（山川 豊君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行ないます。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１３番、牧田孝男君、

１４番、卯目ひろみ君の両名を指名します。 

 

 

◎会期の決定 

○議長（山川 豊君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から３月２２日までの１６日間といたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

(｢異議なし｣と呼ぶ者あり) 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 



 

9 

したがって、本定例会の会期は本日より３月２２日までの１６日間と決定しました。 
なお、会期中の日程は、お手元に配布しました会期日程表のとおりであります。 
 

 

◎議案第１号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（山川 豊君） 日程第３、議案第１号、専決処分の報告について（損害賠償の

額を定めることについて）を議題とします。 
○議長（山川 豊君） 市長から提案理由の説明を求めます。 
○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第１号「専決処分の報告について」

の説明を申し上げます。 
議案第１号につきましては、市の除雪車の事故による損害賠償の額を定めたもので

あります。 
平成１７年１２月１９日、ロータリー除雪車での除雪作業中、権世市野々地係で排

雪した雪が民地内車庫を直撃し、シャッターを損傷した事故の損害賠償の額を定める

ことについて、本年２月１４日付けで専決処分を行ったものであります。 
この専決処分につきましては、地方自治法第１８０条第１項に規定する議会の委任

による専決処分でありますので、同条第２項の規定により、報告するものであります。 
よろしくご審議をいただき、ご承認をいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（山川 豊君） 議案第１号、専決処分の報告について（損害賠償の額を定める

ことについて）は、以上をもって終結いたします。 
 

 

◎議案第２号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（山川 豊君） 日程第４、議案第２号、専決処分の承認を求めることについて

（平成１７年度あわら市一般会計補正予算（第６号））を議題とします。 

○議長（山川 豊君） 市長からの提案理由の説明を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました、議案第２号「専決処分の承認を求め

ることについて」の説明を申し上げます。 

議案第２号につきましては、平成１７年度あわら市一般会計補正予算（第６号）で、

５，３２７万２千円の追加補正を行い、歳入歳出予算総額をそれぞれ１３０億９９１

万２千円とすることについて、平成１７年１２月２６日付けで専決処分を行ったもの

であります。 

補正の内容につきましては、昨年１２月の降雪に伴う除雪作業委託料４，７００万

円をはじめとする除雪関連経費であります。 



 

10 

なお、歳入につきましては、財政調整基金繰入金５，０００万円、前年度繰越金２

４４万５千円等を充てております。 

よろしくご審議をいただき、ご承認をいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただ今、議題となっております議案第２号につきましては、会

議規則第３７条第２項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議

ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

○議長（山川 豊君） これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

(｢討論なし｣と呼ぶ者あり) 

○議長（山川 豊君） 討論なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） これより、議案第２号、専決処分の承認を求めることについて

（平成１７年度あわら市一般会計補正予算（第６号））を採決します。 

議案第２号は、原案のとおり承認することに賛成の方は、起立願います。 

(賛成者起立) 

○議長（山川 豊君） 起立全員です。 

したがって、議案第２号については、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

 

◎議案第３号から議案第１０号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） お諮りします。 

審議の都合上、日程第５、議案第３号、平成１７年度あわら市一般会計補正予算（第

７号）、日程第６、議案第４号、平成１７年度あわら市国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）、日程第７、議案第５号、平成１７年度あわら市老人保健特別会計補正

予算（第２号）、日程第８、議案第６号、平成１７年度あわら市金津雲雀ケ丘寮特別

会計補正予算（第４号）、日程第９、議案第７号、平成１７年度あわら市公共下水道

特別会計補正予算（第４号）、日程第１０、議案第８号、平成１７年度あわら市農業

集落排水事業特別会計補正予算（第２号）、日程第１１、議案第９号、平成１７年度

あわら市モーターボート競走特別会計補正予算（第２号）、日程第１２、議案第１０

号、平成１７年度あわら市水道事業会計補正予算（第３号）以上、議案８件を一括議

題とし、市長から提案理由の説明を求めたいと思います。 
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これにご異議ございませんか。 

(｢異議なし｣と呼ぶ者あり) 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

よって、議案第３号から議案第１０号までの８議案を一括議題とし、市長から提案

理由の説明を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第３号「平成１７年度あわら市一

般会計補正予算（第７号）」から議案第１０号「平成１７年度あわら市水道事業会計

補正予算（第３号）」までの８議案について、概要の説明を申し上げます。 

これら８議案につきましては、一般会計のほか、工業用水道事業会計を除く７つの

特別会計の補正予算であります。 

議案第３号の一般会計補正予算（第７号）につきましては、２億３，５８６万３千

円の減額補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１２７億７，４０４万９千円と

するものであります。 

今回の補正につきましては、年度末補正でございますので、その多くが、各歳出項

目において、事業費の確定や精算等により生じた不用額を減額したものとなっており

ます。また、これらの余剰の財源が生じたことから、財政調整基金の取り崩しを２億

３，７００万円減額いたしております。 

それでは歳出の主なものからご説明いたします。 

まず総務費関係でございますが、情報化推進費でケーブルテレビ施設整備事業に係

る伝送路布設工事費、電柱等改修費負担金等２，９３２万２千円及び電算共同利用に

係る福井坂井地区広域市町村事務組合負担金１，１５４万３千円を減額いたしており

ます。 

また、公共交通対策費では、コミュニティバス運行事業に係る委託料７７０万円を

減額したほか、京福バス路線に係る広域生活路線維持対策等事業補助金１，１８５万

２千円を計上いたしております。 

衛生費関係では、環境衛生費で新葬斎場「代官山斎苑」建設に係る三国あわら斎苑

組合負担金２，８４６万４千円及び水道料金の高料金対策としての水道事業会計補助

金１，０００万円を減額いたしております。 

このほか、塵芥処理費で市指定ごみ袋に係る入札差金１，１１９万２千円を、清掃

センター、塵芥処理施設等に係る福井坂井地区広域市町村圏事務組合負担金１，０１

８万２千円をそれぞれ減額いたしております。 

農林水産業費関係では、農業振興費で補助金額の確定に伴い、米生産調整奨励事業

補助金５０４万２千円及びファーマーズマーケット建設に係る経営構造対策事業補

助金８１８万３千円を減額いたしております。 

商工費関係では、観光費で芦原温泉誘導看板、歓迎アーチ等設置工事に係る入札差

金７４１万円を減額いたしております。 
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土木費関係では、公共下水道費で下水道料金の高料金対策としての公共下水道特別

会計繰出金２，７００万円を減額いたしております。 

公債費関係では、地方債償還に係る元金及び利子で３，３３９万円を減額いたして

おります。 

さらに、諸支出金関係では、南部土地区画整理基金費で保留地売却等に係る積立金

１，７５５万５千円を追加計上いたしております。 

また、歳入につきましては、財政調整基金の取り崩しの減額等に伴い、繰入金で２

億３，７９２万円を減額したほか、県支出金で地域ケーブルテレビ施設事業補助金、

延長保育促進事業補助金等の減額による５，５０７万７千円を、市債で衛生債、商工

債等の減額による４，６３０万円をそれぞれ減額いたしております。 

一方、土地売払、南部土地区画整理保留地処分等に係る財産収入で３，１１０万８

千円、保育所保育料、幼児園保育料に係る分担金及び負担金で２，２３８万９千円の

ほか国庫支出金で１，９７９万１千円、地方交付税で１，０６８万４千円ゴルフ場利

用税交付金で１，０００万円等をそれぞれ追加計上いたしております。 

次に、繰越明許費でございますが、土木費の金津・三国線に係る地方道路交付金事

業１億５９０万円及び市道滝・高塚線に係る地方道路交付金事業１，９２０万円、民

生費の本荘幼児園改修工事１，２４０万３千円をはじめ７事業でそれぞれ所要額を翌

年度に繰り越して使用できる経費として定めております。 

最後に地方債の補正でございますが、内容といたしましては、葬祭場改築事業負担

金４億６，８９０万円を４億４，３４０万円に、ケーブルテレビ施設整備事業１億４，

８５０万円を１億４，４２０万円に、観光会館改修事業９，６８０万円を７，７００

万円にそれぞれ変更したほか、関係事業で所要の変更措置を行っております。 

議案第４号の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につきましては、８，３３

４万５千円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２６億４，０４６万７

千円とするものであります。 

歳出の主なものといたしましては、保険給付費の一般被保険者療養給付費、退職被

保険者等療養給付費等で１億３，１６５万円を追加し、老人保健拠出金で医療費及び

事務費に係る拠出金３，８９４万４千円を減額したものであります。 

歳入につきましては、退職者医療に係る療養給付費等交付金８，８３６万４千円、

高額療養費に係る共同事業交付金１，２４８万５千円等を追加計上する一方、国庫支

出金で療養給付費等負担金８５６万７千円、県支出金で県財政調整交付金１，３９９

万１千円を減額いたしております。 

議案第５号の老人保健特別会計補正予算（第２号）につきましては、２，６００万

円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３６億１，４９２万９千円とす

るものであります。 

歳出といたしましては、医療諸費で医療給付費を３，６００万円追加し、医療費支

給費を１，０００万円減額するものであります。 

これに伴う歳入につきましては、返納金等の諸収入１，３０１万９千円、医療費に
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係る支払基金交付金８４７万４千円、国庫支出金３００万８千円等を充てております。 

議案第６号の金津雲雀ケ丘寮特別会計補正予算（第４号）につきましては、１，８

４４万４千円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４億５，１８６万１

千円とするものであります。 

歳出といたしましては、養護老人施設費で１，１８２万３千円を、指定介護老人福

祉施設費で５１６万１千円をそれぞれ減額し、基金に３，５４２万８千円を積み立て

るものであります。 

歳入につきましては、前年度繰越金２，３９９万９千円、利用料収入４６１万４千

円等を追加計上する一方、基金繰入金８２７万４千円、措置費収入３６８万７千円等

を減額いたしております。 

議案第７号の公共下水道特別会計補正予算（第４号）につきましては、１，５７０

万４千円の減額補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２１億６，８１８万３千

円とするものであります。 

歳出の主なものといたしましては、事業費の下水道建設費で九頭竜川流域下水道事

業建設負担金１，０４３万１千円、公債費で前年度許可債等に係る償還利子２９０万

円を減額したものであります。 

歳入につきましては、前年度繰越金１，９２６万３千円及び諸収入で消費税還付金

６１３万３千円を追加計上する一方、一般会計繰入金２，７００万円、下水道事業債

１，０５０万円及び下水道使用料３６０万円を減額いたしております。 

なお、下水道事業費の九頭竜川流域下水道事業建設負担金６６１万３千円につきま

しては、繰越明許費として計上いたしております。 

地方債補正につきましては、流域下水道事業４，５４０万円を３，４９０万円に変

更いたしております。 

議案第８号の農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）につきましては、３１

２万５千円の減額補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ７，４３９万３千円と

するものであります。 

内容につきましては、事業費の農業集落排水維持管理費でばっ気撹拌装置改修工事

費３１２万５千円を減額したもので、歳入において農業集落排水事業基金繰入金で同

額を減額いたしております。 

議案第９号のモーターボート競走特別会計補正予算（第２号）につきましては、１

億８，９３３万６千円の減額補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２７億２，

０１６万２千円とするものであります。 

内容につきましては、競艇事業収入の減少に伴い、競艇事業費の開催経費等を減額

するもので、開催経費の払戻金、競艇事業事務委託料、競走施設借上料等１億８，６

７８万３千円及び諸支出金の公営企業金融公庫納付金２５９万２千円を減額いたし

ております。 

歳入では競艇事業収入を２億１，７４０万３千円減額する一方、競艇基金繰入金２，

７５０万円、前年度繰越金５２万１千円等を追加計上いたしております。 
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議案第１０号の水道事業会計補正予算（第３号）につきましては、収益的収入で、

加入金負担金２００万円及び消費税還付金５２８万円を追加計上する一方、一般会計

からの消火栓維持管理負担金８万７千円及び高料金対策補助金１，０００万円を減額

し、補正後の水道事業収益予定額を９億２，９９６万円とするものであります。 

また、資本的収入では、消火栓移設等に係る工事負担金１０３万３千円を追加計上

するとともに、下水道工事に係る移転補償費１３１万８千円を減額し、補正後の資本

的収入予定額を１億３，０５０万６千円とするものであります。 

以上が補正予算の概要でございます。これら８議案につきまして、よろしくご審議

をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） よって、ただいま議題となっています議案第３号から議案第１

０号までの８議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管

の常任委員会に付託します。 

 

 

◎議案第１１号から議案第２０号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） お諮りします。 

審議の都合上、日程第１３、議案第１１号、平成１８年度あわら市一般会計予算、

日程第１４、議案第１２号、平成１８年度あわら市国民健康保険特別会計予算、日程

第１５、議案第１３号、平成１８年度あわら市老人保健特別会計予算、日程第１６、

議案第１４号、平成１８年度あわら市金津雲雀ケ丘寮特別会計予算、日程第１７、議

案第１５号、平成１８年度あわら市公共下水道特別会計予算、日程第１８、議案第１

６号、平成１８年度あわら市農業集落排水事業特別会計予算、日程第１９、議案第１

７号、平成１８年度あわら市モーターボート競走特別会計予算、日程第２０、議案第

１８号、平成１８年度あわら市水道事業会計予算、日程第２１、議案第１９号、平成

１８年度あわら市工業用水道事業会計予算、日程第２２、議案第２０号、平成１８年

度芦原温泉上水道財産区水道事業会計予算、以上議案１０件を一括議題とし、市長か

ら提案理由の説明を求めたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

よって、議案第１１号から議案第２０号までの１０議案を一括議題とし、市長から

提案理由の説明を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 
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○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました、議案第１１号「平成１８年度あわら

市一般会計予算」から議案第２０号「平成１８年度芦原温泉上水道財産区水道事業会

計予算」までの平成１８年度１０会計予算につきまして、予算編成の基本方針を申し

上げます。 

政府は、昨年１２月に「平成１８年度予算編成の基本方針」を閣議決定しておりま

す。 

この中において、「これまでの構造改革に一応の目途を付けると同時に、改革を加

速するため、従来の歳出改革路線を堅持、強化する」としております。 

特に、「三位一体の改革」では、国庫補助負担金の廃止・縮減を進め、平成１８年

度における改革額を８,１０８億円としているのに対し、所得譲与税などにより地方

へ移譲する額は、６,５４４億円にとどまっております。 

さらに、地方交付税については、安定的な財政運営に必要な地方一般財源の確保を

図るとしておりますが、基準財政収入額において税収の伸びを２.２％と見込んでい

るほか、基準財政需要額では、投資的経費の伸び率を１２.５％の減と抑え込むこと

により、平成１８年度の交付税総額を、前年度に比べて５.９％の減としており、市

町村にとりましては、依然として厳しいものとなっております。 

このような状況の中、本市では、国の行政改革や県の施策の動向を注視するととも

に、財源の計画的かつ重点的配分と行財政の効率化をめざし、施策の緊急性、必要性

及びその効果を勘案した予算編成に努めて参りました。 

また、合併２年度目の昨年から、ハード事業を含めた各種施策に本格的に取り組ん

で参りましたが、平成１８年度におきましても、引き続き新市建設計画に掲げる各種

事業を積極的に展開することとしております。 

以上が予算編成の基本方針でございます。各会計予算の内容につきましては、副市

長から説明を申し上げますので、よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げ

ます。 

○副市長（坪田雅一君） 議長、副市長。 

○議長（山川 豊君） 副市長、坪田雅一君。 

○副市長（坪田雅一君） 命によりまして、議案第１１号の平成１８年度あわら市一般

会計予算及び議案第１２号から第２０号までの各特別会計予算について、概要説明を

申し上げます。 

まず、議案第１１号、平成１８年度あわら市一般会計予算についてでございます。 

本案は、歳入歳出それぞれ１１６億６,０００万円と定めるもので、前年度当初予

算と比較して７億円、５.７％の減となりますが、これは、前年度において、三国あ

わら斎苑組合の葬斎場建設に係る負担金があったことや退職職員の補充を行なわず

人件費を削減したことなどによるものであります。 

それでは、主な歳入について申し上げます。 

第１款、市税は、総額３９億３,７７２万４千円で、定率減税の縮小などにより個
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人市民税の伸びが見込めるものの、固定資産税の評価替えの影響が大きく、前年度と

比較して７,７３２万５千円、１.９％の減となっております。 

第２款、地方譲与税は、総額４億１,２００万円で、前年度と比較して１億２,８０

０万円、４５.１％の増となっております。 

内容としては、三位一体の改革に伴う税源移譲分として交付される所得譲与税にお

いて、１億４,０００万円の増を見込んでいるものであります。 

第３款、利子割交付金から第８款、自動車取得税交付金までは、前年度における調

定の状況や県の見込額等を勘案して計上しているもので、合計して前年度比１.４％

の増となる５億２,４００万円を計上しております。 

第１０款、地方交付税は、２９億４,８００万円で、前年度と比較して２,２００万

円、０.７％の減となっております。 

平成１７年度の普通交付税の決定額は２７億２,２４４万円でありましたが、国勢

調査人口が１,０９８人減少したため、１０％程度の減を見込み前年同額、２４億５，

０００万円の計上としております。 

また、特別交付税は、合併に伴う財政支援分が減少するなどの要因があるため、４

億９,８００万円、４.２％の減としているものであります。 

第１２款、分担金及び負担金は、保育所・幼児園の保育料や学校給食費負担金など、

前年度比４.５％の減となる３億４６２万円を計上しております。 

第１３款、使用料及び手数料は、市営住宅使用料、一般廃棄物処理手数料など、前

年度比３.８％の減となる１億８,０８８万２千円を計上しております。 

第１４款、国庫支出金は、前年度比１７.５％の減となる６億９,８３８万１千円を

計上しております。 

増減の主な内容としては、三位一体の改革による税源移譲に伴い、児童手当国庫負

担金等が減となるほか、本市に対する合併市町村補助金の交付が前年度をもって終了

することによるものであります。 

第１５款、県支出金は、前年度比２.３％の減となる５億９１万７千円を計上して

おります。 

増減の主な内容としては、三位一体の改革に伴う制度改正等により、民生費県負担

金が増となる一方、観光会館改修事業に係る観光開発事業補助金や国勢調査事務交付

金などが減となるものであります。 

なお、市町村合併特別交付金については、４,７１０万円を計上しております。 

第１８款、歳入額は、前年度比１.９％の減となる６億９,３１８万４千円を計上し

ております。 

内容としては、財政調整基金繰入金５億８,０００万円、減債基金１億９５３万７

千円が主なものであります。 

第２０款、諸収入は、前年度比１６.６％の増となる３億６,６２５万６千円を計上

しております。 

内容としては、各種貸付制度に係る預託金等の貸付金元利収入１億７,６３０万８
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千円、地域支援介護予防事業受託費などの受託事業収入４,０３８万３千円、雑入１

億４,９４５万９千円が主なものであります。 

第２１款、市債は、前年度比３８.５％減となる９億４,５８０万円を計上しており

ます。 

内容としては、臨時財政対策債４億２,８００万円のほか、衛生債２億４,０００万

円、土木債２億２,１６０万円などが主なものとなっております。 

なお、このうち合併特例債としては、１億９,９６０万円を予定しております。 

次に、歳出でありますが、まず、性質別の状況を申し上げます。 

人件費等の義務的経費は、総額で５３億４,４６４万８千円、構成比は４５.８％で、

前年度と比較して０.７％の減であります。 

また、物件費等のその他の経費は、総額で６３億１,５３５万２千円、構成比は５

４.２％で、前年度と比較して９.５％の減であります。 

増減の主な内容としては、人件費で、退職職員の不補充等による２億１,８９９万

８千円、８.０％の減、扶助費で、児童手当の支給対象年齢の引き上げがあったこと

や金津東保育所及び本荘幼児園の公設民営化に伴う措置委託料のなどによる１億６,

２１１万９千円、１２.２％の増、補助費等で、前年度に葬斎場建設に係る一部組合

負担金などがあったため、５億５,７８５万７千円、２２.２％の減、普通建設事業費

で前年度に観光会館改修事業などがあったため、６,３７４万８千円、５.２％の減と

なっているものであります。 

次に、款別の概要を申し上げます。 

第１款、議会費は、１億４,２０１万９千円で、前年度と比較して１,４３３万９千

円、９.２％の減となっております。 

これは、前年度において、６月までの在任特例期間における議員数が３４人となっ

ていたことなどによるものであります。 

第２款、総務費は、１１億２,７８９万９千円で、前年度と比較して９,６８６万４

千円、７.９％の減となっております。 

主な内容としては、第１項、総務管理費で、総合振興計画策定費２６９万１千円、

行政評価システム構築委託料４００万円、ケーブルテレビ等早期加入補助金４５０万

円、第７項、諸費で、えちぜん鉄道株式会社経営支援補助金２,７６５万２千円、コ

ミュニティバス運行事業委託料５,２５０万円などをそれぞれ計上しております。 

第３款、民生費は、３１億１,８６８万６千円で、前年度と比較して１億２,５７３

万２千円、４.２％の増となっております。 

主な内容としては、第１項、社会福祉費で、国民健康保険特別会計繰出金１億２,

５５５万９千円、民間施設バリアフリー整備事業補助金１,５２２万５千円、重度心

身障害者医療費助成費１億２,３００万円、身体・知的障害者支援費事業２億９,３５

０万円、地域支援事業６,９５９万１千円、坂井郡介護保険広域連合負担金３億３,０

９７万円、老人保健特別会計繰出金２億６,５１６万４千円、老人保護施設措置費８,

１９２万１千円、第２項、児童福祉費で、乳幼児医療費助成費４,３００万円、児童
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扶養手当支給費７,６５２万円、児童手当支給費１億７,５９９万円、母子家庭等支援

費事業１,１６７万９千円、本年４月から新たに公設民営化を図る金津東保育所及び

本荘幼児園を含む私立保育所・幼児園措置委託料４億８,４００万円、延長保育促進

事業等を内容とする次世代育成支援対策費補助金３,２８３万８千円、地域子育て支

援センター運営費１,９６３万５千円、第３項、生活保護費で、生活保護給付費１億

１,１００万円などをそれぞれ計上しております。 

第４款、衛生費は、１０億４,５３３万１千円で、前年度と比較して５億７,７６８

万４千円、３５.６％の減となっております。 

主な内容としては、第１項、保健衛生費で、予防接種事業１,０２６万円、健康診

査事業２,７０９万円、環境基本計画策定費５２６万円、三国あわら斎苑組合負担金

２,２８１万８千円、坂井地区環境衛生組合負担金５,５４６万３千円、高料金対策等

に係る水道事業会計補助金２億４,１４７万１千円、第２項、衛生費で、一般廃棄物

収集委託料５,７６４万５千円、資源ゴミ収集委託料２,５８５万１千円、清掃センタ

ー費などに係る福井坂井地区広域市町村圏事務組合負担金４億７,１９５万６千円、

資源回収奨励事業補助金１,１００万円などを計上しております。 

第５款、労働費は、８,８３１万７千円で、前年度並みの計上となっております。 

第６款、農林水産業費は、７億９,３８３万５千円で、前年度と比較して１億３６

６万６千円、１５.０％の増となっております。 

主な内容としては、第１項、農業費で、米生産調整奨励事業補助金２,７８９万円、

遊休農地活用土地条件整備事業補助金６３０万円、明日の地域農業を支える担い手条

件整備事業補助金３,１５９万円、国営総合農地開発事業償還金補助金２億４,１９８

万１千円、土地改良事業償還金補助金１億１,７４２万４千円、国営造成施設管理体

制整備促進事業補助金９４２万４千円、農業集落排水事業特別会計繰出金５,５４９

万６千円、農村振興総合整備統合補助事業４,０００万４千円、第２項、林業費で、

松食い虫被害総合対策委託料５６８万１千円、県営広域基幹林道剱ヶ岳線整備事業負

担金１,８５０万円などを計上しております。 

第７款、商工費は、３億１,０８９万２千円で、前年度と比較して１億９,１０４万

円、３８.１％の減となっております。 

主な内容としては、商工会活動事業補助金２,３５３万８千円、中小企業振興資金

預託金７,２００万円、商工フェスティバル事業補助金５００万円、地域再生マネー

ジャー事業委託料１,４８６万８千円、観光事業補助金１,０００万円、夏まつり開催

補助金５００万円、セントピアあわら管理委託料２,４１８万５千円などを計上して

おります。 

第８款、土木費は、１９億３,９２２万２千円、前年度と比較して８,２５７万９千

円、４.４％の増となっております。 

主な内容としては、第２項、道路橋りょう費で、一般市道に係る舗装補修工事費３,

３００万円、改良工事費６,０００万円のほか、市道滝・高塚線の改良及び金津・三

国線整備に係る地方道路交付金事業３億７,０００万８千円、市道金津・芦原線及び
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上新橋線の歩道改良に係る特定交通安全施設等整備事業６,０００万４千円、県営道

路改良事業負担金２,３２０万円、消雪施設水源試掘調査委託料５００万円、除雪作

業委託料５００万円、除雪トラック購入費１,１８０万円、道路除排雪補助金１００

万円、第３項、河川費で、宮谷川河川改修事業７,０１０万円、第４項、都市計画費

で、都市計画マスタープラン策定業務委託料２７２万３千円、都市計画決定資料作成

業務委託料１,２３７万７千円、継続費の湯のまち駅前多目的用地取得費４,０３４万

４千円、金津東部土地区画整理組合補助金５,０００万円、公共下水道特別会計繰出

金９億２,８９４万９千円などを計上しております。 

第９款、消防費は、５億２,２１４万８千円で、前年度と比較して４,７３１万６千

円、８.３％の減となっております。 

主な内容としては、嶺北消防組合負担金５億１９６万１千円、消火栓新設維持管理

負担金１,１００万円、防災情報等配信システム構築及び管理委託料３４６万５千円

などを計上しております。 

第１０款、教育費は、１２億４７２万２千円で、前年度と比較して１億５６４万６

千円、８.１％の減となっております。 

主な内容としては、第１項、教育総務費で、カウンセリング事業４２５万６千円、

国際交流派遣事業 ６９６万円、第２項、小学校費で、複式学級解消等に係る臨時講

師賃金１,３７２万５千円、金津東小学校下水道接続工事１,３２０万円、教育用パソ

コンリース料９１５万８千円、金津東小学校等スクールバス運行委託料２,５７７万

３千円、第３項、中学校費で、教科書改訂に伴う教師用指導書等購入費４５０万円、

スクールバス運行委託料１,４６９万７千円、生徒通学費補助金８３０万円、第４項、

幼稚園費で、放課後児童健全育成事業６３４万６千円、第５項、社会教育費で、金津

創作の森管理委託料２,６６５万６千円、文化振興事業委託料２００万円、創作の森

アートコア鉄骨塗装工事８００万円、金津創作の森財団運営補助金３,３３３万４千

円、あわら北潟湖畔観月の夕べ開催補助金６００万円、吉崎御坊跡環境整備事業４５

０万円、高間川樋門改修工事関連遺跡調査発掘事業１,６３９万３千円、第６項、保

健体育費で、生涯スポーツ育成事業運営委託料３０８万円、体育協会活動事業補助金

４４０万円、スポーツ少年団活動事業補助金３３８万円、トリムマラソン開催経費３

２９万円などを計上しております。 

第１１款、災害復旧費は、１３０万円で、前年度と同額の計上としております。 

第１２款、公債費は、１３億４,５００万５千円で、前年度と比較して２,１０２万

５千円、１.６％の増となっています。 

内容は、市債の償還元金１０億９,９４３万１千円、償還利子２億４,５５７万４千

円で一時借入金利子５００万円を含んでおります。 

第１３款、諸支出金は、１,０６２万４千円で、前年度と比較して９万５千円、０.

９％の増で、前年度並みの計上としております。 

第１４款、予備費は、１,０００万円で、前年度と同額を計上しております。 

次に、特別会計でございます。 
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議案第１２号、平成１８年度あわら市国民健康保険特別会計予算について、申し上

げます。 

予算総額は、歳入歳出それぞれ２５億９,４５０万円と定めるもので、前年度と比

較して５,４５０万円、２.１％の増となっております。 

これは、老人保健拠出金が若干減となるものの、保険給付費が大幅増となっている

ことによるものであります。 

主な内容でありますが、歳入においては、国民健康保険税８億４,５１０万円、国

庫支出金６億７,０３９万８千円、療養給付費等交付金７億８９０万１千円、繰入金

２億２,３５５万９千円などを計上しております。 

なお、繰入金の内訳は、一般会計からの繰入が１億２,５５５万９千円で、基金の

取り崩しによるものが９,８００万円となっております。 

また、歳出においては、保険給付費１７億９５８万９千円、老人保健拠出金６億１,

１２０万円介護納付金１億６,５００万円などを計上しております。 

議案第１３号、平成１８年度あわら市老人保健特別会計予算について、申し上げま

す。 

予算の総額は、歳入歳出それぞれ３４億４,１２０万円と定めるもので、前年度と

比較して１億３,３２０万円、３.７％の減となっております。 

主な内容でありますが、歳入においては、支払基金交付金１８億５,１４８万４千

円、国庫支出金１０億５,９５６万１千円などを計上しています。 

なお、一般会計からの繰入金は、２億６,５１６万４千円となっております。 

また、歳出では、医療諸費において、医療給付費及び医療費支給費など３４億４,

１１０万円を計上しております。 

議案第１４号、平成１８年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計予算について、申し

上げます。 

予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億６,１９０万円で、前年度と比較して６,９６

０万円、１６.１％の減となっております。 

これは、前年度においてエレベーター新設などの施設改修費や特殊入浴装置の更新

など介護用備品の購入費を計上していたため、大幅減となるものであります。 

主な内容でありますが、歳入においては、措置費収入１億３,６８２万５千円、介

護保険収入１億８,９７０万７千円、利用料収入３,４５１万４千円などを計上してお

ります。 

また、歳出では、養護老人施設費１億３,７３３万円、指定介護老人福祉施設費１

億４,３１８万１千円、短期入所生活介護事業費、５,１５１万６千円などを計上して

おります。 

なお、介護保険制度の改正に伴い、新たに訪問介護事業費を計上するとともに、在

宅介護支援センター費を廃止しております。 

議案第１５号、平成１８年度あわら市公共下水道特別会計予算について、申し上げ

ます。 
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予算の総額は、歳入歳出それぞれ２２億１,０００万円で、前年度と比較して１億

２,０００万円、５.７％の増となっております。 

これは、国庫補助対象事業費を前年実績並みに増額計上していることによるもので

あります。 

主な内容でありますが、歳入においては、使用料及び手数料４億９,６４４万円、

国庫支出金２億９,５００万円、一般会計繰入金９億２,８９４万９千円、市債４億２,

１３０万円などを計上しております。 

また、歳出では、事業費１１億２,３１１万２千円、公債費１０億４,２５２万６千

円などを計上しております。 

なお、本年度の建設事業費としては、国庫補助事業分で５億９,００２万円、市単

独事業分で１億１,０００万５千円を計上しております。 

議案第１６号、平成１８年度あわら市農業集落排水事業特別会計予算について、申

し上げます。 

予算の総額は、歳入歳出それぞれ６,９１０万円で、前年度と比較して８４０万円、

１０.８％の減となっております。 

これは、前年度において、剱岳地区に係るばっ気撹拌装置の改修工事を計上してい

たことによるものであります。 

主な内容でありますが、歳入においては、使用料及び手数料１,３５９万８千円、

一般会計繰入金５,５４９万６千円などを計上しております。 

また、歳出では、事業費１,７４４万１千円、公債費４,４４１万４千円などを計上

しております。 

議案第１７号、平成１８年度あわら市モーターボート競走特別会計予算について、

申し上げます。 

予算の総額は、歳入歳出それぞれ２６億９,９７０万円で、前年度と比較して２億

１,０００万円、７.２％の減となっております。 

内容としましては、予算の基本となる勝舟投票券売上額について、一日平均売上額

を１億１,０００万円と見込み、所要の経費を計上しているものであります。 

なお、売上金の減少に伴い、競艇基金の取り崩しによる繰入金１,８００万円を計

上しております。 

平成１８年度あわら市水道事業会計予算について、申し上げます。 

まず、「収益的収入及び支出」の「収入」につきましては、前年度当初予算に比較

して、２.３％の減となる９億１,１２６万２千円を計上しております。 

これに対し、「支出」におきましても、前年度当初予算に比較して、２.５％減の９

億９８５万５千円を計上しております。 

次に、「資本的収入及び支出」の「収入」につきましては、前年度当初予算に比較

して、１５.０％の減となる ７,２０７万円を計上しております。 

また、「支出」におきましても、７.２％の減となる２億７,０３２万３千円を計上

しております。 
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主な内容としては、老朽管の布設替えなどの配水設備改良費７,６６９万円、企業

債償還金１億４,６２６万３千円であります。 

なお、「収益的収入及び支出」の営業外収益で、一般会計からの高料金対策補助金

２億２,５００万円を計上しております。 

議案第１９号、平成１８年度あわら市工業用水道事業会計予算について、申し上げ

ます。 

まず、「収益的収入及び支出」の「収入」につきましては、前年度当初予算と同額

の１,０７３万２千円を計上しております。 

これに対し、「支出」におきましても、ほぼ前年度並となる９９０万４千円を計上

しております。 

なお、企業債の償還が平成１７年度をもって終了したため、本会計は、収益的収支

の計上のみとなっております。 

議案第２０号、平成１８年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計予算について、申

し上げます。 

まず、「収益的収入及び支出」の「収入」につきましては、ほぼ前年度並となる１

億８,１９１万１千円を計上しております。 

これに対し、「支出」におきましては、前年度当初予算に比較して、２.８％の増と

なる１億７,８２９万円を計上しております。 

次に、「資本的収入及び支出」の「収入」につきましては、新たに公共下水道工事

に伴う配水管移設補償費に係る他会計負担金を計上し、総額で９５万８千円を計上し

ております。 

また、「支出」におきましては、１６.６％の減となる３,３８７万８千円を計上し

ております。 

主な内容としては、公共下水道工事に伴う配水管布設替え工事などの配水設備改良

費１,７５０万、及び事務費１,６３７万８千円であります。 

以上、あわら市各会計及び芦原温泉上水道財産区水道事業会計に係る平成１８年度

当初予算の概要を申し上げました。 

十分なるご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

○４番（山川 豊君） 議長。 

○議長（山川 豊君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川 豊君） ４番、山川。 

ひとつが歳入ですが、ここ２、３年、税制改正によりまして、いろいろ所得控除の

額の廃止とか、圧縮とかされておりまして、所得が増えなくても負担が増えるという

状況が生まれていると思いますが、あわら市内で所得が増えていなくても、負担が増

えるという、そういう納税者の数。それとどれくらい金額が増えるかということをひ

とつ。 
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それからもうひとつは、今ご説明ありました、合計すれば出てくるんでしょうが、

確認の意味で、人件費は４．８％引き下げられるというように聞いておりますが、前

年に比較して人件費は総額で、金額でどれだけ、一般会計、特別会計全部合わせてで

すね、どれだけ減るかということをちょっとお願いしたいと思います。 

○総務部長（伊藤清明君） 議長、総務部長。 

○議長（山川 豊君） はい、総務部長、伊藤清明君。 

○総務部長（伊藤清明君） 山川議員のご質疑にお答えをさせていただきます。 

まず、第一点目は、税制改正に伴う、本市のいわゆる収入増に伴わない、増税額は

いくらかというお尋ねでございます。 

本年度の税制改正に伴います物につきましては、大きく言って４点かと考えており

ます。 

まず第一点目は、定率減税の控除に伴うものがありまして、これは市民みなさんに

係ります約１万４千に該当しますので、金額は５，８００万円と試算いたしておりま

す。 

２点目は、生計同一の妻の均等割り非課税措置の廃止に伴うものでございまして、

これは約３,５００人が対象になろうかと考えております。これの影響額は約５００

万でございます。 

その他、老齢者控除の廃止８００人、又、老齢者非課税措置の廃止、約１，４００

人等が該当いたしまして、これら４点を合わせますと本町の増収額は、約８,７００

万円と見込んでいるところでございます。 

次に職員の人件費等の関係でございますけれども、当初予算での比較におきまして

は、人勧での比較は困難でございますけれども、人数では２６名減、職員数では３４

４名になるわけでございますけれども、総額では約２億６００万円の減額になるもの

と考えております。 

お尋ねの内容は人勧関係で４．８％のダウン、これに伴う職員に対する減額はいく

らかというお尋ねでございますけれども、残る３４４名の職員が人勧に対する比較と

いいますとなかなか困難でございまして、いわゆる４．８％ダウンといいますのは後

ほど提案される人勧でのダウンの幅でございまして、基本的には現在支給されている

額が保証される、不足で返ってございます。 

そういう事で、いわゆる給料法そのものは４．８％ダウンとなりますけれども、額

としては影響がないというように考えています。 

また、去年の人勧では勤勉手当てが０．５月分アップになっております。それらを

合わせますと、人勧相当分の影響を加味すると、ほとんど影響がないかなというよう

に思っております。 

そういう事で、人勧に伴う影響額につきましては、なかなか資産的には難しい部分

があるんですけれども、金額的には残る３４４名の職員では、約４２０万円が減額に

なっているかなという試算も出ている訳ですけれども、はっきりした数字はいわゆる

当初予算比較での全職員での比較で、約２億６００万円という試算でございます。 
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以上よろしく、お願い申し上げます。 

○議長（山川 豊君） 他に質疑はございませんか。 

○１６番（穴田満雄君） 議長。 

○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君。 

○１６番（穴田満雄君） 私、金津地区の防災無線の整備についてお聞きしたいと思い

ます。 

昨年の３月議会、同じく３月７日でしたけれども、その日に私、金津地区の防災無

線の整備についてお尋ねしております。 

その中で、市長は２００６年度中に検討したいと、もちろんそういう答弁の他に、

周波数の統一や旧芦原地区との周波数の統一や、あるいはデジタル化も図りたいとこ

ういう答弁を受けているんですけれども、今回の当初予算を見ていますと、そういう

事が全然出てきていないんですね、といいますのは、何か他に、市長が他に考えを持

っておられるのかと。もし他の整備をするつもりなら、そういう考えを持っておられ

るのなら、ひとつ答弁方お願いしたいと思います。 

○総務部長（伊藤清明君） 議長、総務部長。 

○議長（山川 豊君） はい、総務部長、伊藤清明君。 

○総務部長（伊藤清明君） 穴田議員のお尋ねの件は、昨年度の一般質問でございます

けれども、ただ今ご質疑のとおり、１８年度には着手に向けて調査を行ないたいとの

ご回答を行なったところでございます。 

その後の調査をした結果、金津地区の全エリアを整備する概要としましては、地域

局が３局、子局が５４局、また、個別受信機を２００機整備するとして、約７億７,

０００万円と試算をした所でございます。 

昨年時の見込みとしましては、事業費が非常に増大したところでございます。また、

ご案内のとおり、ご質疑にもありましてように、今回アナログ方式からデジタル方式

化される時代でございますので、山間地ある金津エリアでは不利な点が多いとの指摘

も受け、電送実験調査が必要との判断をしたところでございます。 

さらには、庁舎統合の問題も生じまして、芦原庁舎にあります現在の防災無線施設

を金津庁舎に移転する構想も浮上いたしましたので、総合的に判断いたしまして、大

変勝手ながら事業を繰り延べさせていただいたところでございます。 

尚、防災担当所管といたしましては、施設整備を遅らせることによる、いわゆる防

災対策の代替措置といたしまして、本年度防災情報等配信システムを構築することと

いたしております。 

災害発生時、携帯電話によりますサイトに紹介していただければ、すべての情報が

得られるこういうシステムでございます。 

防災無線設備の利点とは比較にはなりませんけれども、災害時の市民への伝達方法

のひとつとして、考えておりますので何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○１６番（穴田満雄君） 議長。 

○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君。 



 

25 

○１６番（穴田満雄君） １６番、穴田です。 

もう一点だけお願いします。 

先ほど市長は、開会にあたってのあいさつを述べられました。これは市政方針じゃ

ないですから、そういう話が出てこないのは当然かと思いますけれども、過日、私福

井県の市町村内の選挙人名簿が商業新聞に発表されました。 

それを見ていましたところ、あわら市は４０数名の減だと。こういう減るとか、減

少するという数字を見ますと、なかなか寂しい物を感じます。 

そんな中で、市長としては平成１８年度、あわら市の人口の流失、あるいはそれ以

上に流入に対する施策をどのように考えておられるのかと。もし、そういう考えをも

っておられるなら、ひとつお願いしたいと思います。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） そういう難しい質問でございますので、簡単にちょっと答えら

れませんけれども、１８年度だけでなくてですね、実際にはやはり人口の流入ってい

うんですか、そういった事はトータル的に考えて行かなければならないのかなと思っ

てます。 

ひとつは、住みやすいまちづくりということで、やはりそういう事を全体的に考え

て行かなければならないかなと。例えば子育てがしやすいというので、若い人が子育

てがしやすいというような大きなものがあるかなと思いますし、又、老人の皆さんが

快適な老後生活を送れるというような事もあろうかと思います。 

そういった生活が、快適な生活が送れるという環境を作る事が大きな魅力的なまち

づくりに繋がって行くという事があろうかなと思いますし、もうひとつは産業の活性

化というんですか、そういった事があろうかと思います。 

大きくは、なかなか難しいですけれども、工業が盛んにする、これは現在、旧金津

町は工業の町として栄えてまいりましたので、工業を盛んにしていくということで、

ずっと工業誘致とかそういう事を進めてまいりましたし、今後も市としましては、工

業の誘致を進めていきたいと思っておりますし、もうひとつは商業の活性化、これは

今あわら温泉が抱えておりますので、旧芦原町の方では、あわら温泉街にたくさんの

方が来ていただけるという事になれば、それに関連した事業が大きく膨らんできます

ので、そういった事に携わる方が非常にたくさんになるという事になると、又、人口

の増加になるという考え方がございます。 

商業につきましても、旧芦原と旧金津のそれぞれ商店街がございますので、商店街

の活性化等についても、大いに取り組んで行かなければならないと思います。これら

についても、取り組んでいかなければならないというお話はしても、なかなか実際に

は大手の量販店とか、そういった施設がたくさん郊外に出ておりまして、あわら市内

ではなかなか、商業としては難しい部分があろうかなと思っておりますけれども、今、

地域再生マネージャーと供に温泉の活性化、市街地の活性化、そういった事を２年間

の事業でやっていきたいと思っているところでございまして、まだまだ、色々と申し



 

26 

上げなければならない訳でございますけれども、質問でございますので、私が今気づ

いた事でですね、やはり産業の活性化と住み良いまちづくりが大きな柱になってこよ

うかなと思っております。 

答弁になったかどうかわかりませんけれども、こんな考え方をいたしております。 

○議長（山川 豊君） 他に質疑はありませんか。 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

よって、ただいま議題となっています、議案第１１号から議案第２０号までの１０

議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会

に付託します。 

○議長（山川 豊君） 暫時休憩します。 

（午後 2時 32 分） 

 

○議長（山川 豊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 2時 43 分） 

 

◎議案第２１号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第２３、議案第２１号、あわら市人事行政の運営等の状況

の公表に関する条例の制定についてを議題とします。 

○議長（山川 豊君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第２１号「あわら市人事行政の運

営等の状況の公表に関する条例の制定について」の提案理由の説明を申し上げます。 

議案第２１号につきましては、地方公務員法の改正に伴い、人事行政の運営等の状

況の公表に関し必要な事項を定めるものであります。 

人事行政の運営における公平性及び透明性を高めるため、職員の任用、給与、勤務

時間その他の勤務条件等の人事行政の運営の状況及び公平委員会の業務の状況のに

ついて公表する必要があるため、この案を提出するものであります。 

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げま

す。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっています議案第２１号は、お手元に配布し

てあります議案付託表のとおり、総務常任委員会に付託します。 
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◎議案第２２号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第２４、議案第２２号、あわら市長期継続契約を締結する

ことができる契約に関する条例の制定についてを議題とします。 

○議長（山川 豊君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第２２号「あわら市長期継続契約

を締結することができる契約に関する条例の制定について」の提案理由の説明を申し

上げます。 

議案第２２号につきましては、地方自治法等の改正に伴い、長期継続契約を締結す

ることができる契約について定めるものであります。 

地方自治法及び同法施行令の改正に伴い、債務負担行為を必要としない長期継続契

約を締結できる契約の対象範囲が拡大されたため、複数年にわたる物品の借入れや役

務の提供を受ける契約のうち、長期継続契約を締結できる契約を定める必要があるた

め、この案を提出するものであります。 

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げま

す。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっています議案第２２号は、お手元に配布し

てあります議案付託表のとおり、総務常任委員会に付託します。 

 

 

◎議案第２３号、議案第２４号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） お諮りします。 

審議の都合上、日程第２５、議案第２３号、あわら市国民保護協議会条例の制定に

ついて、日程第２６、議案第２４号、あわら市国民保護対策本部等条例の制定につい

て、以上議案２件を一括議題とし、市長から提案理由の説明を求めたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

よって、議案第２３号、議案第２４号の２議案を一括議題とし、市長から提案理由

の説明を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第２３号「あわら市国民保護協議
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会条例の制定について」及び議案第２４号「あわら市国民保護対策本部等条例の制定

について」の提案理由の説明を申し上げます。 

議案第２３号及び議案第２４号につきましては、武力攻撃事態等における国民の保

護のための措置に関する法律に基づき設置される、国民保護協議会並びに国民保護対

策本部及び緊急対処事態対策本部について、必要な事項を定めるものであります。 

国民保護協議会は、同法の規定による必置機関であり、市町村長の諮問に応じ、当

該市町村の区域内の国民の保護に関する重要事項の審議を行なうとともに、市町村長

に意見を述べる機関であります。 

一方、国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部は、内閣総理大臣の指定により

市町村長が設置する機関であり、市町村の区域に係る国民の保護のための措置の総合

的な推進に関する事務を行なう機関であります。 

これらの機関の組織、運営等について、必要な事項を定める必要があるため、これ

らの案を提出するものであります。 

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げま

す。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっています議案第２３号、議案第２４号の２

議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、総務常任委員会に付託しま

す。 

 

 

◎議案第２５号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第２７、議案第２５号、あわら市一般職の職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

○議長（山川 豊君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第２５号「あわら市一般職の職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の提案理由の説明を申し

上げます。 

議案第２５号につきましては、平成１７年の人事院勧告及び福井県人事委員会勧告

に伴い、一般職の職員の給与等の改正を行なうものであります。 

一般職の職員の給料表の級構成及び号給構成を改めるとともに、給料月額の改定を

行なうほか、昇給時期の統一、勤勉手当支給割合の改定その他改正に伴う所要の経過

措置を規定する必要があるため、この案を提出するものであります。 
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よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げま

す。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっています議案第２５号は、お手元に配布し

てあります議案付託表のとおり、総務常任委員会に付託します。 

 

 

◎議案第２６号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第２８、議案第２６号、あわら市営住宅条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題とします。 
○議長（山川 豊君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第２６号「あわら市営住宅条例の

一部を改正する条例の制定について」の提案理由の説明を申し上げます。 

議案第２６号につきましては、公営住宅法施行令の改正に伴い、この条例の一部を

改正するものであります。 

同政令の改正により、公募によらずに公営住宅へ入居できる事由が拡大されたため、

入居者の公募の例外について所要の改正措置を規定する必要があるため、この案を提

出するものであります。 

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げま

す。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっています議案第２６号は、お手元に配布し

てあります議案付託表のとおり、産業建設常任委員会に付託します。 

 

 

◎議案第２７号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第２９、議案第２７号、あわら市保育所条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題とします。 
○議長（山川 豊君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 
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○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第２７号「あわら市保育所条例の

一部を改正する条例の制定について」の提案理由の説明を申し上げます。 

議案第２７号につきましては、市立保育所の管理を指定管理者に行なわせることに

伴い、この条例の一部を改正するものであります。 

本年４月から本荘幼児園及び金津東保育所の管理に関する業務を地方自治法に基

づく指定管理者に行なわせるに当たり、指定管理者による管理について所要の改正措

置を規定する必要があるため、この案を提出するものであります。 

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げま

す。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっています議案第２７号は、お手元に配布し

てあります議案付託表のとおり、教育厚生常任委員会に付託します。 

 

 

◎議案第２８号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第３０、議案第２８号、あわら市スポーツ施設条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題とします。 
○議長（山川 豊君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第２８号「あわら市スポーツ施設

条例の一部を改正する条例の制定について」の提案理由の説明を申し上げます。 

議案第２８号につきましては、農業者トレーニングセンターを市の公の施設とする

ことに伴い、この条例の一部を改正するものであります。 

財団法人坂井北部農業者健康会館の解散に伴い、同財団が管理する農業者トレーニ

ングセンターを本年４月から市の公の施設として管理することに伴い、所要の改正措

置を規定する必要があるため、この案を提出するものであります。 

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げま

す。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） よって、ただいま議題となっています議案第２８号は、お手元
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に配布してあります議案付託表のとおり、教育厚生常任委員会に付託します。 

 

 

◎議案第２９号、議案第３０号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） お諮りします。 

審議の都合上、日程第３１、議案第２９号、あわら市金津雲雀ケ丘寮条例の一部を

改正する条例の制定について、日程第３２、議案第３０号、あわら市金津雲雀ケ丘寮

介護サービス事業手数料等条例の一部を改正する条例の制定について、以上議案２件

を一括議題とし、市長から提案理由の説明を求めたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

よって、議案第２９号、議案第３０号の２議案を一括議題とし、市長から提案理由

の説明を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第２９号「あわら市金津雲雀ケ丘

寮条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第３０号「あわら市金津雲雀

ケ丘寮介護サービス事業手数料等条例の一部を改正する条例の制定について」の提案

理由の説明を申し上げます。 

議案第２９号及び議案第３０号につきましては、介護保険制度の改正に伴い、本年

４月から金津雲雀ケ丘寮内に訪問介護事業所を開設することにより、これらの条例の

一部を改正するものであります。 

訪問介護事業所の開設に伴い、あわら市金津雲雀ケ丘寮条例に規定する同寮の業務

内容について所要の規定を定めるとともに、あわら市金津雲雀ケ丘寮介護サービス事

業手数料等条例においてサービスに係る手数料等の規定を定める必要があるため、こ

の案を提出するものであります。 

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げま

す。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっています議案第２９号、議案第３０号の２

議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、教育厚生常任委員会に付託

します。 
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◎議案第３１号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第３３、議案第３１号、芦原温泉上水道財産区特別職の職

員の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし

ます。 
○議長（山川 豊君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第３１号「芦原温泉上水道財産区

特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」

の提案理由の説明を申し上げます。 

議案第３１号につきましては、芦原温泉上水道財産区管理者の給料及び管理委員の

報酬について、所要の改定を行なうものであります。 

財産区管理者の給料等につきましては、昭和５０年以来改定が行われておらず、所

要の改定措置が必要と認められるため、この案を提出するものであります。 

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げま

す。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） よって、ただいま議題となっています議案第３１号は、お手元

に配布してあります議案付託表のとおり、産業建設常任委員会に付託します。 

 

 

◎議案第３２号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第３４、議案第３２号、公の施設の指定管理者の指定につ

いてを議題とします。 
○議長（山川 豊君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第３２号「公の施設の指定管理者

の指定について」の提案理由の説明を申し上げます。 

議案第３２号につきましては、社会福祉法人本荘すこやか福祉会を本荘幼児園の指

定管理者に、社会福祉法人刈安福祉会を金津東保育所の指定管理者にそれぞれ指定す

るものであります。 

指定の期間につきましては、両施設とも平成１８年４月１日から平成２１年３月３

１日までの３年間とするものであります。 

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げま
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す。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） よって、ただいま議題となっています議案第３２号は、お手元

に配布してあります議案付託表のとおり、教育厚生常任委員会に付託します。 

 

 

◎議案第３３号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第３５、議案第３３号、福井坂井地区広域市町村圏事務組

合規約の変更についてを議題とします。 
○議長（山川 豊君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第３３号「福井坂井地区広域市町

村圏事務組合規約の変更について」の提案理由の説明を申し上げます。 

議案第３３号につきましては、福井坂井地区広域市町村圏事務組合を構成する市町

村の合併に伴い、組合規約の変更を行なうものであります。 

本年２月１日に美山町、越廼村及び清水町が福井市に編入したこと、２月１３日に

松岡町、永平寺町及び上志比村が合併し、永平寺町が設置されたこと、並びに３月２

０日に三国町、丸岡町、春江町及び坂井町が合併し、坂井市が設置されることに伴い、

組合規約の変更について協議する必要があるので、この案を提出するものであります。 

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げま

す。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） よって、ただいま議題となっています議案第３３号は、お手元

に配布してあります議案付託表のとおり、総務常任委員会に付託します。 

 

 

◎坂井地区介護保険広域連合議会議員の選挙 

○議長（山川 豊君） 日程第３６、坂井地区介護保険広域連合議会議員の選挙を行な

います 

お諮りします。 

選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選の方法により
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たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

したがって、選挙の方法は指名推選によることに決定しました。 

指名については、議長において指名いたしたいと思います。 

○議長（山川 豊君） よって、坂井地区介護保険広域連合議会議員に、大下重一君、

牧田孝男君、宮崎 修君、橋本達也君、以上４名を指名いたします。 

○議長（山川 豊君） お諮りします。 

ただいま指名しました諸君を当選人とすることに、ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名しました、大下重一君、牧田孝男君、宮崎 修君、橋本

達也君が坂井地区介護保険広域連合議会議員に当選されました。 

○議長（山川 豊君） ただいま、坂井地区介護保険広域連合議会議員に当選されまし

た大下重一君、牧田孝男君、宮崎 修君、橋本達也君が議場におられますので、本席

より会議規則第３２条第２項の規定により告知します。 

 

 

◎坂井地区水道用水事務組合議会議員の選任 

○議長（山川 豊君） 日程第３７、坂井地区水道用水事務組合議会議員の選任を行な

います 

お諮りします。 

選任の方法については、議長において指名することにしたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ご異議なしと認めます。 

したがって、選任の方法は指名によることに決定しました。 

○議長（山川 豊君） よって、坂井地区水道用水事務組合議会議員に、坪田正武君、

卯目ひろみ君、穴田満雄君の３名を指名いたします。 

これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名しました坪田正武君、卯目ひろみ君、穴田満雄君を坂井

地区水道用水事務組合議会議員に選任することに決定しました。 

 

 

○議長（山川 豊君） 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

なお、明日、３月８日は、午前９時３０分から会議を開きます。 
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本日は、これにて散会します。 

（午後 3時 09 分） 
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◎開議の宣告 

○議長(山川 豊君) これより、本日の会議を開きます。 

○議長(山川 豊君) 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

 
 

◎諸般の報告 

○議長（山川 豊君） 事務局長より、諸般の報告をいたします。 

〇局長（笹原徳明君） 諸般の報告をいたします。 
２２番、杉田 剛議員より、本日の会議の欠席届が出ております。 
以上でございます。 

 
 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（山川 豊君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行ないます。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１３番、牧田孝男君、１

４番、卯目ひろみ君の両名を指名します。 

 

 

◎一般質問 

○議長（山川 豊君） 日程第３１、これより一般質問を行ないます。 

 

 

◇牧田孝男君 

○議長（山川 豊君） 日程第２、これより一般質問を行ないます。 

一般質問は、通告順に従い、１３番、牧田孝男君の一般質問を許可します。 

○１３番（牧田孝男君） 議長、１３番、牧田。 

○議長（山川 豊君） １３番、牧田孝男君。 

○１３番（牧田孝男君） 通告順に従い、１３番、牧田、一般質問をさせていただきま

す。 

本日は一般質問をなさる議員が１４名という、たくさんの人数なので、なるべく手

短に、簡潔に質問をさせていただきたいと思います。ただし、答弁によっては再質問

が長くなるかもわかりませんので、よろしくお願いを申し上げます。 

中学校建設の問題についてお聞きしたいと思います。 

昨年の１２月の定例議会で、松木市長はいわゆる中学校問題の統合への姿勢を表明

いたしました。以前から教育委員会の報告を参考にして、姿勢を決めたいというよう

に言っていたものであります。 

その教育委員会が、統合賛成の報告を、これも議会でしたことであり、統合にしろ、
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あるいは二中維持にしろ、市長が姿勢を表明すること自体は、もちろん悪い事ではあ

りません。しかし、そうは思うものの、それまでの経過においていくつかの腑に落ち

ない部分があるので、ここで質問をさせていただきたいというように思います。 

教育委員会は、いわゆる中学校建設検討委員会という、学校校長及びＰＴＡ会長を

構成メンバーとするところの組織を作り、そこに統合、あるいは二中の是非を論じる

いわゆる審議を委託したわけであります。そして、何回かの審議をへての教育委員会

の報告は中学校建設検討委員会での流では、初めは二中化であったと、しかしながら

統合やもなしという意見に傾いてきた、加えて財政の問題があります。 

あるいは統合二中化それぞれにメリット、デメリットはある、しかし加えて財政問

題があるというような１２月議会での報告であった事を私は記憶しております。 

まず、これが私はとてもおかしい事ではないかと思うのであります。教育委員会と

いう所は、市長配下ではありません。教育のプロの集団であります。聖域といっても

いい場所であります。 

純粋に教育上の観点から、統合あるいは二中の方向を提示すべきであり、財政うん

ぬんというのは、教育委員会からの答申を受けた市長が初めて、口に出せばいい事で

はなかったと、そういうように思っております。 

加えて今までの、何回かの教育厚生常任委員会の中で、中学校建設検討委員会の中

身の進捗状況についての報告を受けました。その際、構成メンバーに学校のトップや

あるいはＰＴＡ会長だけではなくって、もっともっと広いメンバーを募って委員会を

機能させてほしいというような教育厚生常任委員の方からの要請がありましたが、結

果的にそれも実らなかったというように思っております。 

それから、なおかつ新聞に書かれた事でもありますが、委員長の議事録はあるかと

いう問いに対する答えは、｢ない｣でありました。あわら市が今から、これから選択す

る大きな課題を検討する委員会の中で、私は議事録と言うのは当然必要であるという

ように思っておりました。なぜならば、その議事録があってこそ、中身のいろんな要

点、詳細、そういうものがわかってくるわけであります。 

議事録がない単なる座談会めいたものに審議を命じたとするならば、これはやっぱ

り無責任といわれてもしかたがないのではないかというように思います。 

そのような経過の中に、不思議なものを感じるわけでして、この点に関する市長の

見解を聞きたいと思います。 

それから、とにかく合併の問題というのが非常にこう、熱を帯びてきているわけで

すけれども、ここで合併時の状況というのをもう一度思い出してみたいと思います。 

統合の問題というのは、実は芦原中学校建設問題に単を発しているというのは、

我々の周知の事実であります。芦原中学校はメンテネンスをかけていなかったという、

そういう事情もありますが、芦原中学校の老朽化というのはひどい物でありました。 

そして、旧芦原町時代にすでに設計図は作成され、総工費の見積もりも完了してい

たし、二町が仮に合併しなかったとしても、つまり、合併するしないにかかわらず、

芦原中学校は建設するという路線が出来ていたわけであります。 
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合併後、教育厚生常任委員会の席で、寝耳に水だった私は、度々芦原中学校の老朽

化の実態を聞いたわけであります。その度の教育委員会の方の回答というのは、芦原

中学校の体力度調査をした結果、その点数は５千点である。この５千点という点数の

意味するものは、耐震補強を含めた大改修をするよりも、新築をする、改築をする方

がローコストになる、安上がりになるというようなものでありました。しかし、ひる

がえって金津中学校の場合には、それまでに億単位の費用をかけた大改修をしていた

せいもあり、老朽化しているようには全然見えません。 

私はＰＴＡにタッチしていた事もありまして、金津中学校には何度も訪れています

が、老朽化しているという感じは全く持っていないのでありますし、恐らく多くの旧

金津町の町民がそう思っているのではないかと、そう思っているはずだというように

思います。 

そうであるならば、芦原中学校を改築すれば、それでいいんじゃないかと、そうい

うのが少なくとも私のその時の素朴な思いでありました。 

しかしながら、松木市長の口から、次第に統合という言葉が出るようになってきた

のであります。これは好意的に考えれば、芦原中学校と金津中学校の間に、見た目の

格差が生じるのを考慮して結果である、そういうように言えるかもわかりません。あ

るいは、統合しても、すでに出発しているんですけれども、福井型連係教育の延長線

としての併設型中学の実現による、取りあえずの二中の維持という戦略もあった事だ

と思います。しかしながら、今は状況がすごく変わってきているというように、私は

思うのであります。 

この連係教育自体も矛盾をすごくはらんでいると私は個人的に思ってるわけです

けれども、その延長線上にあると思われていた、併設型中学の実現というのはもう無

理であろうというような、そういう風評を私は聞いております。 

それから、これはとっても大切な事だと思うんですけれども、見た目の格差という

のは、およそ本質的な教育論とは関係ないものではないかというように、私は思って

おります。 

実は松木市長が新聞に統合の姿勢を発表してから、私は小さいホームページを開い

ているわけですけれども、そこにいろんな意見が入ってきました。あるいは知り合い

の人に聞いても、あるいは直接教育現場の教師に聞いても、そういう建物の見た目の

問題ではなくって、子供たちの心の内面に影響する要素というものは、もっともっと

別な所にある、もっともっと大切なものがあるというような、そういう意見というの

が大半を占めていたというように、私は思っております。 

そのような意見、そのような声というのは恐らく、市長の方にもいろいろ入ってい

るのではないかというように、私は思っております。 

そこで、こういう状況の中で、統合への姿勢を強く打ち出したという市長の思いを

含めて、姿勢を聞きたいと思います。 

それが一番目であります。 

それから２番目ですけれども、この統合に向けての地区別説明会というのが、すで
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に動き始めております。すでに始まっている地区別説明会というのは、あわら市内で、

計１０カ所で予定されていると聞いております。 

ところが、この説明会というのは時間限定のものであり、充分な説明が出来るのか、

あるいは地区の住民の意見を充分に聞く事ができるのか、やもすると通過儀礼になっ

てしまうのではないかというような事を、私は懸念しております。なぜならば、今こ

の統合、あるいは二中化の論議というものを、教育厚生常任委員会でしていますが、

その中での意見も千差万別です。賛否伯仲しております。そういう中で、初めて資料

を目にし、初めてスクリーンを見た住民が、充分に納得できるのかどうかという事が

私には大変に懸念されるわけであります。 

実は、おとついのの６日、坪江公民館で開かれた地区別の説明会に私は傍聴という

事で参加いたしました。 

その時の印象については、また後でしゃべりたいと思いますが、７時半から９時ま

でという時間限定の中で、説明に要した時間が１時間、質疑の時間が３０分から３５

分ぐらいではなかったかなというように記憶をしております。そして、そしてですね、

そこで出てきた意見の大半が統合反対のトーンを持っていたように思います。 

もしかしたら、こういう状態が今からあと９ヶ所残っておりますが、それぞれの会

場でこういう状態が続くかもわかりません。ということも含めて市長は、この点に関

してどういうように考えているか、あるいはこの地区別説明会の結果というのを、ど

ういうように総括するつもりでいるのかという事についてお聞きしたいと思います。 

そして、最後の３番ですけれども、統合への姿勢表明、これが教育の観点という事

もあるでしょう、財政上の問題という事もあるでしょう、あるいは両者が入り混じっ

ているというのが実相であるかもわかりませんが、松木市長の最近の言動を聞いてい

ると、教育的観点からは統合したほうが、いろんな人と交じり合え、あるいは競争力

がついていいという意見をもっているように私は思います。 

しかしながら、だとしたら市長は今の教育が、教育の現場がはらんでいる問題点、

あるいは危機的なものに対してのアンテナが鈍いというように、私には思わざるを得

ないのであります。 

競争力というのは、例えばの話し、二中を維持してもそうした場合、例えば金津中

学校と芦原中学校で生徒数の差というのは出てくるかもわかりませんが、合併してる

んですから、校区あるいは変更する事によって、それぞれの生徒数をイーブンにする、

そして例えば、例えばの話し、東京の早慶戦のような、そういうようなライバル意識

を作る事によって競争力という事を維持する事も出来ると思いますが、そういう事よ

りも、今、教育をじわじわと荒廃させつつあるものというのは、とてもそんな物では

ないという事を私は実感しているからであります。 

そこで、財政的見地からいうと、市長の統合への姿勢の中に、二中改革よりも統合

一中の方が財政面で助かるという思いがあるのは明らかですが、二中派、二中維持派

の私は本当にそれでいいのだろうかというように思ってしまうわけであります。 

確かにそれは、二中改築よりも統合の方が全体的に安くつきますが、ただ単にそれ
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だけの選択肢しかないのかと、この二つの中学校を人体、人の体に例えるならば、芦

原中学校は骨格も筋肉も皮膚も疲労しているというように思えます。しかし、金津中

学校の場合は、骨格は疲労しているけれども、筋肉やあるいは皮膚というのはまあま

あだといえるのではないかというように、私は思っております。 

先ほどから申し上げていますように、芦原中学校を改築し、金津中学校を耐震補強

並びに化粧とういうそういう路線を打ち出すならば、財政面での負担というのに遜色

はないだろうと私は思っておりますし、何よりもその事で二中が維持できる所に最大

のメリットがあるのではないかというように思います。 

そして、私はその事を強く意識し続けながら、前回の教育厚生常任委員会で金津中

の耐震性についての質問をした時、市長は耐震診断をするという事を言明しました。

しかしながら、実際には耐震診断前に、あるいは耐震診断の報告を受ける前に統合の

姿勢を打ち出してしまったいう事であります。これでは統合先にありきと思われても

仕方ないのではないかというように私は思います。 

以上の事に関しましての答弁をお願いいたします。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） おはようございます。 

今日はたくさんの傍聴の皆さんがおいでいただいておりますので、しっかりがんば

ってやらしていただきます。 

牧田議員の質問でございますけれども、通告書と大分内容が違いますので、かみ合

っておりませんけれども、通告は適切にやっていただきたいと思っております。 

牧田議員のご質問にお答えいたします。 

まず、中学校統合への私の姿勢表明に関するご質問でございますが、中学校の統合

に関しましては、一昨年、１２月定例会一般質問において、適正な生徒数の確保の必

要性と三位一体改革に伴う義務教育費の補助金改革による影響等を考慮した上で、両

中学校の統合も視野に入れながら判断をすべきであると答えを申し上げております。 

また、その検討に当たりましては、議員各位、ＰＴＡや市民の皆様のご意見も十分

にお聞きし、教育委員会の意向を尊重しながらと申し上げております。 

以来１年以上が経過いたしておりますが、その間、教育委員会においては、統合し

た場合に考えられる諸問題についての検討をお願いするとともに、ＰＴＡや関係各位

の意見も十分聴取するようお願いをいたしたところであります。 

私自身も区長会や地域の懇談会、ＰＴＡの集まりなど、あらゆる機会や集会の席上

で、中学校建設に対する私の考えを述べさせていただいており、様々なご意見もお聴

きいたしております。 

また、議会に対しましても、教育厚生常任委員会で生徒数の推移や両中学校の現状

と今後の課題、最も効果的な建設方法についてなどの具体的な検討資料をお示しし、

説明をさせていただいております。 

そして、昨年１２月には教育委員会から、あわら市の中学校の建設についての報告
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書を受理いたしているところでございます。この報告書に対しましては、委員の皆様

それぞれが市の将来や子供達の教育環境を最大限配慮して、ご報告いただいたものと

考えております。 

また、教育委員会でも並行して協議会を開催していただき、真摯な意見交換の結果

として「この報告書を尊重したい」との意見を添えていただいております。 

これらの経緯を踏まえまして、最終的に現在のあわら市にとって統合中学校がより

よい選択であると判断をいたしたものであります。 

住民説明会につきましては、過日の全員協議会でも説明させていただきましたとお

り、生徒数の減少や財政問題など、合併後の市の状況を市民の皆様に十分説明し、ご

理解をいただくものであります。 

一人でも多くの皆様に会場へ足を運んでいただき、膝を突き合わせたお話をさせて

いただきたいと考えております。 

また、時間が短いというお話がございましたけれども、一昨日の坪江公民館での私

の印象では、そんなに時間が短くは思っておりません。４０分近く討議もお話しも聞

けましたし、それからその中で、もし各グループでそういった意見交換、あるいは説

明が充分でないというお話しでしたら、私が足を運んでですね、グループの皆さんと

お話しをさせていただくというような事でございますので、住民説明会としては、私

は適切なあり方だったと判断をいたしております。 

また、姿勢表明に至る要素についてのご質問でございますが、私は、教育的観点、

財政的観点からも統合のメリットはあると考えております。これまでも申し上げて参

りましたが、市民の融和と一体感を形成するためには、両校に教育環境の格差が生ず

ることのないように配慮することが重要であります。 

同じ学び舎で学んだ中学校時代の友好関係が将来にわたり続き、保護者同士の交流

が促進されることを期待するものであります。 

また、議員ご指摘の耐震補強等を考慮した改修による２校維持案につきましては、

これまで委員会などでも具体例をお示しし、説明して参りましたが、校舎改修に対す

る補助金の上限や長期的にみた場合の財政負担、さらには現校舎の耐力の問題など、

十分な費用対効果が見込めるものではないと考えております。 

今回の住民説明会でも申し上げておりますが、未来を担う子供達に、時代に適応し

た快適な環境の中で教育を受けさせるためにも、貴重な財源を有効かつ効果的に使っ

て参りたいと考えております。 

また、議員が建物だけでなくてですね、実際に生徒たちにとって大切なものは何か

ということは、これは私は教育者でございませんので、きちっとした考え方がるかど

うか別としましても、私は会場でも申し上げましたけれども、やはり指導者の資質で

はないかなと思っております。 

指導者の資質のついて、今日非常に低下しているって事が言われておりますので、

教育の現場が荒れているのではないかと考えております。それは建物の良さ、あるい

は規模の大きさとかいうものとは直接は関係ないのではないかと思っております。そ
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のためには、教育長が一昨日も申し上げましたけれども、学校の先生の資質を高める

為の体制を整える事が今後、あわら市にとっては極めて重要な課題ではないかと思っ

ておりますし、そういった事を真剣にこれから取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

○１３番（牧田孝男君） 議長、１３番、牧田。 

○議長（山川 豊君） １３番、牧田孝男君。 

○１３番（牧田孝男君） 一応、通告の文章に沿ってしゃべったつもりなんですけど、

多少ずれがあったかもわかりません。 

今、市長の方から私の質問に対する答弁をいくつかいただきました。 

まず、ちょっと気になったところから話をさせていただきたいと思うんですけども、

その説明会ですね、あの説明会、私はあれは納得してもらえるような状況ではなかっ

たというのが強い印象になってるんです。なんでかっていうと説明っていうのは、ま

あ、説明するために説明するわけですけれども、説明して相手に納得してもらうため

には、実は説明する時間の２倍も３倍も相手の言う事を聞く、意見を聞く、そういう

姿勢がなければ説明は、私は上滑りに終わってしまうのではないかというように思い

ます。 

言わんとするところは、９時過ぎて時間も来ましたからという事で、帰って行く人

達のブツブツ声を聞いていたら、やっぱり統合は先にありきやなというような感じで

ささやいていた人もいますし、その顔には未消化の、不満の色が濃厚に移っていたよ

うな気がします。 

だから、９時になって終わりですと言われたんで、しかたなく帰ったんでしょうけ

ど、私はあの時の状況を見ていたら、まだまだ話をしたかった、聞きたかった、そう

いうような人達がたくさんいたというように思いますし、納得してもらう為には極端

に言うと、時間エンドレスでもいいですから車座になってでもいいですから、とにか

くその説明をした事の逐一をやっぱり、もっともっと丁寧にしゃべり、もっともっと

しゃべる為にはもっと聞くというような姿勢、そういうものがないとやっぱり、私は

市長の印象とは別に通過儀礼、そういうものになってしまう恐れというのが濃厚にあ

ると思います。 

だとするならば、先ほどの話に戻りまけれども、反対意見というのがついた場合に、

反対意見が続くという事は、市側の説明が足りないから、あるいはその考え方そのも

のがオーケーされないからという事になるだろうし、そういう状態がずうっと続いた

場合には、じゃあどうすると、地区の反応というのは非常に反対が多かった、完全に

数で言えば反対が多いんやったら、やめておこうかというのが選択肢なんてのが、そ

れを非常に大事に考えればそういう事も選択肢としてあるような、そういう気がしま

す。 

それから、私はね、同じ学び舎でと言いますけれども、実は違うと思います。金津

中学校の生徒というのは、当然、金津中学校という名前にも愛着をもってるだろうし、

そして、例えばの話し、今、坂井郡６町ありますけれども、もしあわら市が合併した
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ら唯一旧６町の中で、中学校がなくなる所が出てくるという事であります。そして、

今他の町村、今坂井市の方が合併しようとしていますが、そこでは学校統合の話とい

うのは聞こえてきません。これはやっぱり、そのそれぞれの今までの自治体の中核に

あったのが、それぞれの自治体の中学校であるという、そういう思いを大切にするか

ら、なくしてほしくないというような声が大きいのではないかと思います。 

それが大きいから仲良くなれないという事は、全くないというように思います。そ

れぞれの地域を大事にしながら、尚且つ交流が出来るという事が本当は本来の融和と

いうものを実現する、そういう過程を作れるのではないかというように思うわけであ

ります。 

それから、今、家庭の力、教師の力、指導者の力って言ったのかな、指導者の問題

であるというような市長からの話がありました。それは当たり前のことなんです。生

徒にとって一番大切なのは先生、指導者ってのは先生ですよね。だけど、いつも私思

うんですけれども、家庭力、指導力、そういうものはやっぱり、段々弱くなって着て

ると思うんです。弱くなってきてるのはなぜかと言うと、これは地域というものの力

が失われて、そうすれば家庭の力ってのも弱くなる。そうしてそういう所から育った

若い先生は必然的に指導力ってのが弱ってきている部分がると思います。そうすると

指導力がないから、指導力を作れっていったって、これは元々そういう環境でセッテ

ィングされていたら、非常に難しい事ではないかなと私は思います。何を言いたいか

っていうと、今の個々の教師の指導力が弱ってきているのであれば、それを考慮した、

やっぱり大規模校よりも、小規模校の中で目線が行き届いた、そういうような教育が

できる環境の方が、私はこれからのいろんな派生してくる、出てくるかもわからない

問題に対して、やっぱり有効な手立てだと思うからであります。 

何よりもやっぱり、子供を中心にして考えていただきたいなというように思うわけ

ですけれども、私の今の見解に対してもう一言お願いします。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 再度のご質問でございますけれども、住民説明会で時間が足り

ないというお話しでございますけれども、住民説明会というのは基本的には討論する

場所ではなくてですね、まず市の考え方を聞いていただいて、それを理解していただ

くってのが大きな前提がございます。 

従いまして、やはりある程度の時間をかけて、しっかりと説明をするということが、

市の説明責任がございますので、１時間ぐらいは仕方ないだろうということでさせて

いただいているわけです。こられた方でご質問がたくさんでておりましたけれども、

４０分という時間は、私は決して短い時間ではないかなと、議員言われるようにエン

ドレスでやりなさいというのは、それはそういう考え方もおられるかなと思いますけ

れども、それはほんの一部の人だけでですね、こられた方は、大多数の方はあれで充

分理解していただいた物と思ってます。 

それで私は会場に置きましてですね、お出かけトークとか、あるいはいろんな会合
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に私が出て、あるいはスタッフ連れてですね、ご説明もしますし、そういった議論を

させていただきますということで、お話しをさせていただいたので、住民説明会とし

ては、私はあれで充分であると考えております。 

それから２点目のですね、同じ学び舎で子供たちがどう考えているかというお話し

でございますけれども、私はこれからの中学校に入る子供たちがどう思っているのか、

卒業した方とか、あるいは現在中学校におられる中学生がどうかっていうことよりも、

これから子供たちが入るわけですから、その子供たちが極めて重要なわけです。 

今、例えば、この間の説明会を見ていただいてもわかるとおもいますけれども、小

学校の小さい子供たちは、みんな新しい中学校に期待しているわけですね。片方は金

津の小学校のみなさんが、今の中学校に行きますよと、あなた方は新しい中学校に行

けませんよという話しになると、非常に残念がると思います。それはやっぱり、父兄

も子供たちも非常に残念がるというよりも、格差を認識すると思います。だから私は

そういった、次世代を担う子供たちが同じ環境の中で、立派な中で勉強をさせるよう

にしたいと、そういうような事で統合を出したわけでございます。 

それから、大規模校と小規模校のいろいろお話が出ており、目が届かないという 

お話しがでておりましたけれども、これについてはいろいろな見方があると思うん

ですよね。大規模校であっても、それは校長、あるいは教頭は一人づつしかおりませ

んので、校長から見れば目は届かない、９００人もいますと、３００人と比べると３

分の１ですから、余計に届くということでございますけれども、単に一人に着いては

そんなことはないわけです。むしろ、例えばそういう所には、加配もできるわけです。

というのは、今２校にあればですね、０．５人しか同配が出来ない場合には、それぞ

れ０.５人づづと言うことは人間ではできませんのであれですけども、１校になった

場合には、一人加配ができるわけですね。そういった事で、子供たちの目が行き届く

のは、むしろ大規模校の方ではないかと、市が助成ができるという意味ではですね。

そういった意味では、私は大規模校と小規模校が目が届かないとか、そういう事の議

論はちょっと違うのではないかなと考えております。 

○１３番（牧田孝男君） 議長、１３番、牧田。 

○議長（山川 豊君） はい、１３番、牧田孝男君。 

○１３番（牧田孝男君） 今のお話しを聞いてますとですね、かなり私の思ってる見解

というか、論として言うならば違う所があると思うんです。 

最後ですし、終えますけれども、取り合えず、例えば今の担任の問題なんかもです

ねよ、今の子供たちの、いじめの問題とか、そういうのってのは、すでにクラスって

ものを通り越した、そういう枠を抜けた所で起こっているのが現実であるという話を

よく聞きます。 

だから私は、その例えば学校の校長とか教頭だけが全体を俯瞰し、そして担任の先

生は自分のクラスだけを見ていればいいというような事では、なかなか今から起きて

くるかも知れない教育的な問題に対しては対応しにくいのではないかと、一人ひとり

の教師というのも、また自分のクラスを見つつ、他も見えるような教育環境のセッテ
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ィングが大切だというように思っております。 

個別で言うと、いろんなところで話が長くなりますけれども、私は取りあえずは自

分の観点から言うと、先ほど申し上げましたように、補助の問題があるかもわかりま

せん。しかし、取り合えず今、金津中学校は耐震補強の診断をしていない、診断をす

れば、その建物が今からどれだけ伸びれるかということの見極めも出てくると思うん

ですよ。 

だから芦原中学校はすでに体力度調査をやっていて、金津中学校はやってない、耐

震調査もやっていないというような事自体が、どちらかというと片手落ちではないか

なと、そういう事をクリアして、そこでこれやったら統合、これやったら二中化とい

うような選択肢を出してくるのならまだわかりますけれども、一応片手落ちの状況の

中で出発しているのではないかなというような思いを強く持っております。 

いろんな言いたい事はありますけれども、ぜひその当たりをもう一度再考していた

だきたいというようなことで、私の一般質問を終わりたいと思います。 

どうもありがとうございました。 

 

 

◇笹原幸信君 

○議長（山川 豊君） 続きまして通告順に従い、２番、笹原幸信君の一般質問を許し

ます。 

○２番（笹原幸信君） 議長、２番、笹原幸信君。 

○議長（山川 豊君） ２番、笹原幸信。 

○２番（笹原幸信君） 議長のお許しをいただきまして、２番、笹原、一般質問をさせ

ていただきます。 

ただ今は、学校問題で色々論戦を張っておられましたが、私、３月２日に金津高校

の卒業式に保護者の一員として集積をさせていただきました。 

大変にすばらしい式でございました。式典の中で卒業生代表の女子の方が、答辞を

読み上げられましたが、大変に胸を打つ内容でございました。 

その中で、特に印象が深かったのは、私たちは先輩より１クラス多く、８クラスで

ありましたと、そして先輩より、よりたくさんの友達ができましたと、大変に幸せで

したと、そういう答辞でございました。 

本当に悲しい時、辛い時、慰めてもらって、励ましてもらって、どれだけ大きな力

になった事かと述べられておられました。 

ただ今、大規模校より小規模校というお話しもございましたけれども、私は小規模

校というご意見には反対の立場でございます。先ほどの答辞で言われたように、私の

耳には友達が多く出来て本当に良かったという言葉が残っております。そのとおりだ

と思います。 

中学校建設問題が色々論議されているおり、高校と中学校との違いはございますが、

市長もただ今言われたとおり、子供たちがどう考えているか、それが大きな要素では
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ないかなと私は思います。 

今から中学生になる子供たちも、友達がたくさん欲しいと思った子がたくさんおら

れると思います。子供たちの意見を充分参考にして考えていただきたいなと、そうい

うように思う次第でございます。 

それでは一般質問に入らせていただきます。 

各地区要望書に対する対応についてという事で質問をさせていただきます。 

当市にあっては、各地区区長会において次年度の要望を書面にて提出するという、

たいへんすばらしい制度がございます。この要望書は各地区において、集会、常会等

を開催し、協議の結果採択された要望を、区長会長に伝達をいたしまして、区長会長

がそれを取りまとめ、行政に提出するシステムになっておるところでございます。 

わが市には、１３１の行政区があり、この全区からの要望というのは、言い換えれ

ば全市民の生活に密着した生の声を反映している物ではないでしょうか。通常、中々

市の活動に参加できないという方々も、この事に関しては市政に全員が参加されてい

るという事ができると思います。しかしながら、要望件数は膨大と思われますし、こ

の案件をすべて精査することとなると、大変な労力を要する事は想像に難くありませ

ん。 

回答書をいただきまして、拝見をいたしました。丁寧な回答が所々見受けられ、一

定の評価はできるものと思いますが、しかしながら市民といたしましては、充分満足

できる回答があるとはおもっておりません。 

要望の全てを実施するという事は不可能であり、市として各区の要望に対してどの

ように対処されているのかをお伺いをいたします、と供に市民が要望しているインフ

ラ環境の整備等に対する、予算の増額をお願いをいたしたい所でございます。 

以上の点に関しまして、ご答弁をお願いをいたします。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 笹原議員のご質問にお答えします。 

今ほど金津高等学校の卒業式のお話しが出ましたけれども、金津高等学校では千名

ぐらいいるんですね、素晴らしい学校になっております。金津小学校でも今は７００

名ぐらいいると思いますね。中学校では今少なくなってきているわけですね。私は別

にその人数は今ほど中学校が３００とか４００でなくても、８００、９００でも充分、

いい中学校になるものと思っております。 

先ほどの卒業生で本当に友達がたくさんいて、身内の人が亡くなったというお話し

でございましたけれども、その答辞を読まれた女の子は、非常にその時にたくさんの

友達から、先生から、あるいはいろんな形で励ましを受けたという事で、私も同じよ

うに感銘を受けた一人でございまして、大変ありがたく思っているところでございま

す。 

では、本題でございますけれども、現在、市で実施をいたしております各地区から

の要望書の提出制度につきましては、旧金津町では、２０数年来行われてきたもので
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ありますが、旧芦原町にはこのような手法がなかったため、本年度の要望書の提出に

際しましては、芦原地区の区長の皆様には大変なご労苦があったとものと伺っており

ます。 

各地区から提出されました要望書につきましては、それぞれの区で真摯に検討され

たものを地区区長会でとりまとめたものであります。 

できるだけ多くの要望事項にお答えができれば良いわけでございますが、厳しい財

政事情の中で、その多くには、お答えができないのが実情となっております。 

このため、各地区の市政懇談会の席上でそれぞれの要望事項について、担当部長か

ら回答を行い、要望に沿えないものにつきましても、その理由を説明申し上げている

ところでございます。 

市政懇談会ではは、市政の現状を分かりやすく説明し、膝を交えて語り合うことで、

市政への理解を深めていただくとともに、市と各地区がより良い信頼関係を築くこと

を目的に開催いたしているものであります。 

市政懇談会を開催されない地域につきましても、書面での回答をさせていただいて

おります。 

本年度の要望件数でございますが、１２地区全てから提出され、ほとんどの区から

要望をいただいております。その数は約５００項目に及んでおります。 

特に要望の多かったものは、市道や県道などの道路改良、門型側溝整備関係などで

であり、担当部では、土木部関係が全体の約７５％を占めております。 

このような各地区からの要望に対する予算措置につきましては、でき得る限り予算

に反映させて参りたいと考えておりますが、厳しい財政状況の中で、全体的なバラン

スを考慮しながら、計上させていただいておりますので、よろしくお願いを申し上げ

ます。 

○２番（笹原幸信君） 議長。 

○議長（山川 豊君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） ただ今ご答弁をいただきましたが、要望が５００件にも上がっ

ているという事をお聞きしまして、これを精査するのは大変な作業だなと思っており

ます。 

そして、要望の主な物は、土木関係で７５％を占めているという事でございました

ので、土木部長にお尋ねをいたします。 

今ほどの内容につきましては、市道、県道、それと道路の改良とか補修、それか門

型側溝の整備等があるということでございました。私の地区におきましても、全く同

様であり、その他、集落雨水排水の対策など、市民生活に密着した物が主な要望内容

でございます。 

そこでお尋ねをいたしたいのは、要望の件数と採択される件数には、大きなギャッ

プがあると思います。採択する為の選定基準、どこをどういうようにやるのか、今年

はここを、このようにやるという選定基準、また選定方法をご答弁をお願いを致した

いなとそのように思います。 



 

50 

先ほども申し上げましたようにこの要望は、各区が行政に対して実施して欲しい事

を書面にたくし提出するものでございます。一件でも多く要望を実現していただきた

く思いますので、よろしくお願いをいたします。 

○土木部長（神尾秋雄君） 議長、土木部長。 

○議長（山川 豊君） 土木部長、神尾秋雄君。 

○土木部長（神尾秋雄君） 笹原議員の再度のご質問にお答えをいたします。 

各区から要望事項を出されておりますが、整理いたしますと、市長答弁のとおり土

木部関係の要望事項が突出して多い状況でございます。 

そうした中で、各区の要望事項を真剣に受止める事はもちろん、一件でも多くの要

望を実現していきたいという思いは、絶えず念頭にある課題でございます。 

しかしながら、財政事情が非常に厳しい状況の中で、限られた予算の執行となりま

すので、要望箇所のすべての現地調査を行ないまして、真に緊急性や必要性があるの

か、また事業効果の度合いはどうかといった、一件一件の評価をした上で優先順位を

付けながら、箇所選定を行っている次第でございます。また、さらにそういった現場

につきましては、市長、副市長に現地視察をいただきまして、年間の施行計画を立て

ている所でございます。 

特に要望の多い、側溝の整備につきましては、平成１６年度に各区毎の整備状況調

査をいたしまして、台帳を整備しているところでございます。全体と致しましては、

家屋連単部分の市道延長が１７５メートルございまして、側溝延長にいたしまして３

５０キロ、１６年度末の整備済み延長といたしましては、１１１キロメートルで、整

備率に致しまして３１．７％となっております。 

また、未整備延長は、２３９キロメートルでございまして、これを工事費に換算い

たしますと、ざっと７１億７千万円という数字になります。現在の予算状況により、

今後の推理しますと、側溝整備だけでも１００年を要するというような結果になるわ

けでございます。 

尚、要望事項では側溝整備よりも、緊急性が高い物があれば、それが優先されます

ので、側溝整備に関する要望に対しまして、年次計画も示されないという状況でござ

います。そういった事から、回答に誠意がないという具合に受止められても仕方のな

い事情にございますので、その点は何卒ご理解をいただきたいと思います。 

次に、県管理の道路や河川に関する要望も大変多く出されておりますが、市では全

ての要望箇所の写真を取りまして、箇所図と供に県三国土木事務所へ提出いたしてお

りますが、県の財政事情もまた、大変厳しい状況でございまして、中々市民の皆さん

に、目に見えた成果が上がらないという感じで受け取られているのも実情かと思いま

す。 

しかしながら、市民の日常性生活に危険や支障をもたらす事柄につきましては、今

後とも早期実現が図られるよう、強く県に要望してまいりたいと考えておりますので

よろしくお願いいたします。 

○２番（笹原幸信君） 議長、２番、笹原。 
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○議長（山川 豊君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 土木部長のご答弁、ありがとうございました。 

細部に渡りましてご答弁いただきまして、土木の負担が大変多いという事も実感を

いたしております。 

ただ、市民への、市民のために、何とか少しでも、市長にもお願いしたい事でござ

いますけれども、何とか少しでも要望を聞き入れていただいて、インフラの整備、環

境整備にご尽力していただきますように、お願いをいたします。 

以上で私の質問を終わらせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

 

◇向山信博君 

○議長（山川 豊君） 続きまして通告順に従い、８番、向山信博君の一般質問を許し

ます。 

○８番（向山信博君） 議長、８番、向山。 

○議長（山川 豊君） ８番、向山信博君。 

○８番（向山信博君） ８番向山です。質問をさせていただきます。 

私の質問につきましては、この回答につきましては、一昨日の坪江地区での説明会

で、ほとんど内容的にクリアしておりますので、質問をですね、短くして、また確認

の意味での質問にしたいというように思います。 

尚、先ほどの牧田議員の発言につきまして、私は地元、坪江地区の住民の名誉のた

めに、一言だけ申し添えておきたい。それは、出席者、参加者の過半数が反対のよう

な意見であったというよな発言でございましたけれども、私も参加をしておりまして

感じておりますが、少なくともそういうような状況ではなかった。反対の意見は、多

分、多分ですよこれは、牧田氏が連れてこられた、他地区の人ではないかというよう

に思いますので、皆様方、この事につきましては、絶対に誤解のないように、坪江地

区住民の方々は過半数も反対いたしておりません。 

これだけは申し添えておきます。 

ここで私の質問に入らさせていただきます。 

ただ今、国会が開催中でございます。あれ程選挙で応援して、自民党の大勝利に貢

献をしたホリエモンが法律違反をし、ある意味では国民に多大な迷惑をかけて逮捕さ

れました。しかしながら自民党の幹部は国民に少しも謝罪もしない。この事はどうい

う事でしょうか。本当に大人としてのモラルがあるのかというように疑いたくなると

いうように思っております。 

また、それに加えて、予算委員会での民主党議員のキチンと確証もないのに、あた

かも鬼の首を取ったような発言をし、これも疑惑を追及するという能動的な行動につ

きましてはある程度評価は出来ますが、これまた、内容につきましては国民を翻弄し

たような、公人としてあるまじき行為であるというように思い、益々議員に対する信
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頼度が薄まっていく状況であるというように思っております。 

また、怒りを感じておるところでございます。国民である我々にも責任の一端がご

ざいます。それは選挙、政治に対して、もっともっとムードに酔いしれるのではなく、

よく考えて行動をしていただきたいというように思います。我々は今の若いもんはと

いうように、日頃耳にしますが、それを言う前にまず自ら、普段からモラルを守りな

がらキチンと行動しなければならないというように思う昨今でございます。 

さて、早いもので、あわら市も合併をして２年が経過を致しました。いくつかの計

画を策定しながら新年度に入るわけでございます。とりわけ大きないくつか課題がご

ざいます。一昨日からはじまりました説明会、これにつきましても、特に大きな中学

校建設問題でございます。私も説明会に参加をさせていただきました。政策において

は思いは充分に伝わった、確実に伝わったというように思っております。ただ、本音

の話をもっとして欲しかったなというように思ってます。それは両町時代のこれまで

のいきさつを、もっと掘り下げてして欲しいなと。私も芦原中学校の老朽化につきま

しては、視察をしましてビックリをいたしました。我々視察団に対して、職員や生徒

の皆さんの健気な態度、対応、今でも心に残っております。それは本当に職員の方、

生徒の方々が建設を希望しているというような態度の表れであるというように、身に

しみて感じました。 

なぜ、このような状況を長く、改築しないで置いておいてたかという事について疑

問を持ったわけでございます。 

従って私と同様、旧金津町民の皆様は、芦原中学校の建設の早急性について問題提

起されても、その事を知らない町民の皆様方はびっくりしているというような状況で

あります。 

また、合併協議会で報告がございましたけれども、これほど急務であるというよう

な話はなかったわけであります。ましてや、統合に対しましては、さらに市民の皆様

方はびっくりをしてるんじゃないかなというように思います。 

これは私の思いでございますが、行政側が市民の皆様方に問題提起をする前に独断

専行の動きがあったからと、これが原因でないかと思います。私は常に思っておりま

すけれども、このような小さな市の議会につきましては、民主的な議会運営をやらな

ければ、本当に市民の付託には答えられないというように感じております。 

したがって、市の方向性が何事もですよ、市の方向性が決まってから、そして市民

の皆様に対してご意見、ご要望を聞いいて改めて議論をする。これが民主的、そして

従来の方法ではないかなと、内容的にも掘り下げて、知らない市民の皆様方に、あた

かも、その自分の思いを述べる事によって、先導するような行為につきましては、小

さな市の議会にあってはならない事であるというように思っている昨今でございま

す。 

これも市民の皆様方、我々も大きな関心を持っている現れだと思いますけれども、

今後はこれらについても考えなければならないというように思うわけでございます。 

又、内容につきましても、いくつかございますが、とにかく私は建て前がございま
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す。とにかく建設につきましては、絶対やらなければならないあわら市の行財政改革

の犠牲にだけはして欲しくない。少なくとも、多くの市民、そして多くの子供さんの

考えも取り入れていただいて、充分に聞いていただいた上に、大変厳しいかもしれま

せんけれども、最終的な結論をいただきたいと思います。 

従って、一昨日の説明会につきましては、この後二回目の質問でいたしますが、少

なくとも第一回目としては、大変成功であったなと思ってます。 

以上、取り留めのない話、質問になりましたけれども、２点ほど市長の答弁をお願

いしたいと思います。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 向山議員のご質問にお答えいたします。 

まず、中学校建設の問題についてのこれまでの経緯や現状をもっと市民の皆様に知

ってもらうべきとのご指摘でございますが、中学校につきましては、合併協議の中で、

金津中学校は体育館の大規模改修を、芦原中学校は改築をそれぞれ行なうとの調整方

針が出されております。 

合併前の両町ではそれぞれに学校施設の整備を行っております。これまでに、旧芦

原町では波松小学校、新郷小学校を改築し、本荘小学校と芦原小学校の大規模改修を

手がけております。芦原中学校では体育館の大規模改修を実施するなど、積極的な整

備を行っております。 

一方、旧金津町でも細呂木小学校の改築、金津東小学校の改修、そして、金津中学

校校舎の大規模改修などに取り組んでおります。 

この中で、芦原中学校につきましては実施設計まで計画が進んでおりましたが、財

政状況の悪化等により、事業の実施が合併後まで延びてきた経緯もあり、その分老朽

化が進んでいるわけでございます。 

この中学校建設が両校の統合という方向に変わってきた経緯につきましては、これ

までも議会で説明を申し上げており、先ほどの牧田議員への答弁でも申し述べたとお

りでございます。 

しかし、これらの経緯を市民の皆様がどれだけご存知かということにつきましては、

新聞などで報道をされている程度でありまして、一昨日からの住民説明会が市民の皆

様への最初の説明となります。 

この説明会では、今日の逼迫した財政状況の要因や将来の見通し、中学校を統合し

た場合のメリットやデメリット、２校維持の場合の財政負担なども説明させていただ

いております。 

また、私は一昨年の１２月定例会で「統合も視野に入れたい」と表明して以来、区

長会や市政懇談会、さらにはＰＴＡの集まりなど機会あるごとに市民の皆様に対し、

統合に対する私の考えを申し上げ、ご理解をいただくように努めて参りました。 

さらに、広報紙では、本年１月号から中学校建設に関する特集を掲載し、ケーブル

テレビでは、先月の２０日から「学校建設を考える」という番組を放映し、市民の皆
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様への周知を図るとともに、ご理解を求めているところであります。 

その中で、旧金津地区の皆様からは「現在の中学校を移転してまで、なぜ統合する

のか」というご質問もいただいております。しかし、現在の金津中学校も校舎の耐震

化や体育館の大規模改修が必要であること、また、これらの改修工事を実施しても、

１０年後にはさらなる改築が必要であることもご理解いただくよう努めております。 

この様に、一歩一歩手順を踏みながら、本当の意味での市民の融和を図るべく、努

力をいたしているところでありますが、本年４月からは、丸岡町で２校目の中学校が

誕生いたします。丸岡町では福井市からの流入による人口の社会増が見込まれ、丸岡

中学校のマンモス化が今後も予想されることから、２校化に踏み切ったようでありま

す。ところが、新しい学校との教育環境の格差がＰＴＡの間で複雑な住民感情が生じ

ているとも聞き及んでおります。あわら市といたしましては、市民の皆様が学校問題

でこのような感情を持つようなことは避けなければなりません。 

また、教育問題と、行財政改革を一緒にすべきではないとのご指摘でございますが、

教育問題は、この中学校建設問題のみに限らず、多岐にわたっております。それらは、

裏付けとなる財源を抜きにして考えられない問題ばかりであります。 

そのためにも、今回の合併の大きなメリットでもある特例債を期限内により有効に

活用し、未来を担う生徒たちに快適な教育環境を一日でも早く提供し、新しいあわら

市の市民として成長していただくことを願うものであります。 

以上で答弁とさせていただきます。 

○８番（向山信博君） 議長。 

○議長（山川 豊君） ８番、向山信博君。 

○８番（向山信博君） ご答弁ありがとうございます。 

答弁で最大限理解をいたしました。ただ、住民の皆様方は反対というよりも、小さ

いお子さんを持つ若い方々は、不安なんです。又、我々クラスはあわら市の今後につ

いてのいろんな財政面での不安がございます。 

不安なんです、その不安の心の表し方がいくつかのグチになって出てくるという事

でございますので、説明会につきましてはもっと掘り下げて、実情を本音でですね、

語っていただく、これが大事じゃないかというように思います。 

又、市長におかれましては、これまで以上に開かれた市政の遂行をお願いを申し上

げまして、今後のいくつかの大きな課題に取り組んでいただく事をお願いを申し上げ

まして、私の質問を終わらせていただきます。 

ありがとうございました。 

○議長（山川 豊君） 暫時休憩します。 

開会は１０時５０分です。 

（午前 10時 43 分） 

 

○議長（山川 豊君） 休憩前に引き続きまして、一般質問を開始します。 

（午前 10時 55 分） 
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◇坪田正武君 

○議長（山川 豊君） 通告順に従い、９番、坪田正武君の一般質問を許可します。 

○９番（坪田正武君） 議長。 

○議長（山川 豊君） ９番、坪田正武君。 

○９番（坪田正武君） 通告順に従い、９番坪田正武一般質問をさせていただきます。 

庁舎統合問題・金津庁舎一本化についてお尋ねをいたします。 

市長は平成１９年度より、金津庁舎一本化の提案をしておりますが、これに伴い次

の問題点はどの様に対応するのかお尋ねします。 

２年前の合併の効果ということで掲げた中から、公共的施設の統合整備の中に、次

のように掲げております。 

公共的施設については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分配慮し、地域

の特殊性、地域間バランス、さらに財務事情等を考慮しながら、逐次、総合整備を図

っていきます。 

総合整備の検討にあったては、行財政運営の効率化はもとより、現公共施設の有効

利用・相互利用を総合的に勘案し、住民サービスの低下を招かないように配慮するも

のとします。 

又両町役場を新市の庁舎として活用し、電算システムの統合など必要な整備をはか

りますと合併前に掲げておりました。その後、合併後のひとつのテーマに掲げてまし

た、職員数の削減に伴い、合併時の３９８名に対し、保育所の民営化、早期退職、又

定年等を含め平成１８年度においては、職員数３１８名になりそうとのことで、数か

らいけば、十分金津庁舎で対応できると思いますが、担当課が削減される訳でなく、

それぞれがもっている問題点をどのように解決するのかお尋ねします。 

まずひとつに、芦原庁舎より移転してくる、教育委員会、土木課、下水道課、観光

課、農林水産課、等々が持っている、膨大な関係資料及び備品等あり、これを収納す

る場所の整備を考えると、何処に保管するのか。又、各課が保有している公用車の駐

車場等々の土地の確保はどのように考えているかをお尋ねいたします。 

２番目に、移転後の芦原庁舎はどのように活用するのかをお尋ねいたします。 

また、職員の削減もある意味では必要と思いますが、新規職員の採用計画はどのよ

うに考えているのか。新規採用しないと、機能が衰退してしまうのではないかと思い

ます。 

旧芦原町民が、簡単な印鑑証明、住民票申請その他も含め、全部金津庁舎へ来るよ

うにするのか、合併時に掲げた住民サービスの低下を招かないように配慮するものと

します。この件はどのように対処するのかをお尋ねいたします。 

又、この件に関しても、住民説明が必要と考えられますが、どのように住民に了解

を得るのかをお尋ねいたします。 

最後に、一本化に伴い、芦原庁舎にかかっていた経費、電気料、水道料金、ガス代、
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その他はどれぐらい削減されるのか、具体的に数字で表していただきたいと思います。 

以上、簡潔でわかりやすく、ご回答をおねがいいたしますよう、よろしくお願いい

たします。 

以上です。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 坪田議員のご質問にお答えいたします。 

あわら市では合併以来、金津庁舎、芦原庁舎で機能を分担させながら行政運営を行

ってきたところであります。 

この間、庁舎機能が分散されていることにより、来庁者から不便だとの指摘がある

ことや組織としての意思決定を行なう際の時間のロス、さらには部署を超えた横断的

な連携が取りにくいことなど、組織としての機能が発揮されにくく、市民サービスの

低下を招くような弊害も出てきておるところでございます。 

今後、行政の一層の効率化を図り、多様化する市民ニーズや行政課題に取り組んで

いくため、庁舎の統合を検討しているところでございます。 

さて、ご質問の芦原庁舎にある各課の関係書類等の保管につきましては、組織の再

編や金津庁舎の内部の改修等も視野に入れながら、検討して参りたいと考えておりま

す。 

次に、職員の採用についてのご質問でございますが、合併時に３９８人であった職

員数も、平成１８年度末には３１８人に減少する予定であります。合併時に想定した

適正人数を下回ることになるために、今後は、行政改革大綱に基づき、平成２０年に

は採用を行ないたいと考えております。 

次に、庁舎統合後の芦原庁舎の利活用についてのご質問でございますが、先般、全

職員に対し、利活用方法についての意見、アイデア等を求めたところであり、それら

を参考にしながら、今後、利活用方法を検討する庁内組織を設けて参りたいと考えて

おります。 

次に、庁舎統合後の旧芦原地域での各種証明書等の交付についてのご質問でござい

ますが、統合後も当該地域に窓口機能等を残し、市民サービスが低下しないように、

十分配慮して参りたいと思います。 

次に、住民説明についてのご質問でございますが、庁舎統合の内容が具体化された

時点で、市民の皆様に広報紙、ケーブルテレビ等により周知して参りたいと考えてお

ります。 

最後に、芦原庁舎の管理経費についてのご質問でございますが、平成１６年度の管

理経費は約３，０００万円となっております。 

大まかな内訳といたしましては、電気水道等の直接的な管理経費が１，２２０万円、

空調リース料が９００万円、借地料が８８０万円であります。これらの経費の削減は、

芦原庁舎の利活用の方法によっても影響されますので、今後具体化していく中で削減

額をお示しして参りたいと考えておりますのでよろしくお願いを申し上げます。 
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○９番（坪田正武君） 議長。 

○議長（山川 豊君） ９番、坪田正武君。 

○９番（坪田正武君） どうもありがとうございました。 

私が質問したい事、ほとんど今、述べられたので、ちょっと他に気になったところ

だけお尋ねを申し上げます。 

今、申し上げましたですね、空調設備が約９００万ですか、リースがあるという事

を報告ありましたけれども、私の知る限りでは、ちょうど芦原庁舎はですね、合併前

に役７千万円をかけて空調設備を更新したように私は記憶しております。 

当然、そういうものはですね、我々から見ればですね、合併前にそういう話はなく

てですね、ある意味では借金はですね、ちゃんと精算している物と思っておりました

けれども、これは毎年の予算書にも上がっておりましたけれども、このリース料が９

００万ですね、相当大きな金、等時の落札では約７千万だと私は記憶しておりますが、

これは後、何年までデスネリース料が残っているのかをお尋ねをいたします。 

それと、現芦原にいる職員数ですね、何名いるのか、公用車が何台あるのか、これ

３つをちょっとお尋ねいたします。 

○総務部長（伊藤清明君） 議長、総務部長。 

○議長（山川 豊君） 総務部長、伊藤清明君。 

○総務部長（伊藤清明君） 坪田議員の質問にお答えをさせていただきます。 

まず、リース料についてでございますけれども、リース料の根拠は、今、坪田議員

ご発言んのとおりの内容でございまして、平成１５年４月から平成２５年の３月まで

の１０ヵ年計画でございます。従いまして、残る期間は７カ年間という状況でござい

ます。 

それと職員数の状況でございますけれども、現在、芦原庁舎内には７８名の職員が

おるところでございます。 

又、金津庁舎には、現在、１０９名という事でございまして、これが来年４月には

１６７名の見込みという事で、２０名減、こういう試算をしているところでございま

す。従いまして、現在の金津庁舎からは、統合した場合は５８名の増加になるという

ように試算をしておるところでございます。 

ただ、先ほどの市長の答弁にもありましたように、芦原庁舎の機能は残す、市民課

芦原分室の機能は残すという考え方でございますと、現在の規模からいけば、プラス

５５名の増加になるというように判断をいたしております。 

又、公用車の台数につきましては、今資料を持ち合わせておりませんので、後ほど

委員会等でお答えさせていただきたいと思います。 

○９番（坪田正武君） 議長。 

○議長（山川 豊君） ９番、坪田正武君。 

○９番（坪田正武君） どうもありがとうございました。 

最後のもうひとつの質問だけ、ちょっとお尋ねいたします。 

先ほど、市長答弁にありましたですね、当該地域に窓口機能を残すということの、
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当該地域とはどういうことを指しているのかを、お尋ねするのと、膨大な資料、現に

芦原庁舎へ行きますとですね、非常にスペースは空洞が多いですけども、やっぱり相

当昔から持ってる、資料関係ですね、これは市長の先ほどの話では、そこらも含めて

金津庁舎一本化なるような対応を考えておるとの事ですが、今の状態のですね、尋ね

た人が職員の横へ言って話できるとかですね、お客さんが来ても、きれいに整理整頓

が出来てるなということが、ひとつのきれいな庁舎だと思いますので、向うの方が全

員来るとですね、当然資料は、いつも使う資料は机の脇に置くし、必要な書類はです

ね書庫に置いてですね、それを引っ張り出すんでしょうけども、ここら辺の事をです

ね、整理整頓がどのようにできるのかなと、一抹の不安があるわけで、学生一人がで

すね単身赴任といいますか、学校へ、県外へ出てますとですね、家の方は一般的な家

庭用品をですね、子に与えておるわけですけども、卒業するまでになりますとですね、

相当膨大な本人の備品がたくさん溜まります。これが社会人一人が単身赴任してもで

すね、同じようになるわけで、今現在芦原庁舎にある備品もですね、相当な数になる

し、これが円滑にですね、機能を果せるような、そういった整理整頓ができるような

機能が必要ではないかな、こんなことを思い、この合併に掲げてましたですね、行政

サービスの問題が生じないようにという事もですね、トラブルがないように、いわゆ

る先ほどの答弁では、住民説明は色んなＣＡＴＶだとか、テレビだとか、広報によっ

て了解を得るとなっておりますけれども、やっぱろ波風が立たない形でですね、円滑

な移転をお願いしたいと、こんな事を思いまして最後の質問だけをお尋ねいたします。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 先ほどの当該施設はですね、旧芦原庁舎の事を指しております

ので、今の芦原庁舎にそのまんま機能を残しておくということでございまして、窓口

サービスあるいは、他の関係の書類発行だけでなくて、総合的に対応できる方も残す

ようなそんな事も、考えて行かなければならないかなと、又これは私の考えだけで、

きちっと詰めておりませんので、どういった考え方にするかはちょっとわかりません

けれども、そういった形で住民サービスが低下にならないような形にしていきたいと

思っております。 

それから金津庁舎に入ると全部で、大変狭くなるのではないかという質問でござい

ますが、私も今、県庁とか、あるいは国のそういうような機関に要望活動によく行く

んですけれども、国のエリアは新しいところは別としまして、だいたい狭いんですね、

県庁もせまいです。市役所、あるいは町もどこでも同じですけども、だいたい広いで

すね。だから、行政の組織が上にいくほど、なんか一人あたりの面積が少なくてです

ね、下に行くほど面積が広くなるというような、なんかそんなんで、私が今感じてい

ますのは、今の金津庁舎に全員入ってもですね、充分できるようなスペースになるの

ではないかと思ってます。 

ただ、議員ご指摘のように、書類の管理とか、そういった事は、今各自、机の横の

置いたりなんかしておりますが、そういうような事はしっかりと徹底して、いらない
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物は片付けておく、あるいは必要な物だけ出しておくと言うような形に、徹底してい

かないと管理ができないのではないかなと思います。 

そういった意味では、しっかりと職員を指導してまいりたいと思っておりますし、

庁舎統合して住民の皆さんから、サービスが悪くなった、あるいは対応が悪くなった

と言われないように努めてまいりたいと思っておりますのでよろしくお願いを申し

上げます。 

○９番（坪田正武君） 議長。 

○議長（山川 豊君） ９番、坪田正武君。 

○９番（坪田正武君） 最後ですね、あまり事を急がないで、別にタイムリミットがあ

るわけでありませんので、充分検討した形で皆さんがですね、職員の方が一番働きや

すい環境の場を作っていただくことが、一番より行政に対してですね、我々市民に対

しても行きやすい庁舎であるような、そんな配慮をお願い申し上げて、私の一般質問

を終わらせていただきます。 

どうもありがとうございました。 

 

 

◇関山博夫君 

○議長（山川 豊君） 続いて通告順に従い、７番、関山博夫君の一般質問を許可しま

す。 

○７番（関山博夫君） はい、７番、関山博夫。 

○議長（山川 豊君） ７番、関山博夫君。 

○７番（関山博夫君） 久しぶりにここの立たせていただきまして、本当に緊張いたし

ます。 

私も６月、昨年６月当選いたしまして、心改めてこの場で皆様方に私の初心、又、

質問をさせていただく事をお許しいただきたいとそう思います。 

先ほど中学校の問題がございましたが、私は２３年生まれでございまして、ちょう

ど芦原町が北潟とそして芦原と統合したとき、覚えておりますのは中学校３年生のと

きに、夏休みでございますが、椅子を持って現在、芦原小学校のある所のありました、

中学校校舎から舟津の山へ、心躍りながら、どういう友達と出会えるのかなと思いな

がら、学校へ椅子を運んだ事がございます。 

その時は今ほど情報も発達しておりませんし、いわゆる全く知らない中で統合があ

り、更に中学校へ行って北潟の人たちと交流したと、そういう覚えがあります。その

時に今聞きますと、私よりひとつ先輩の仲間は、あなた方は良かったねと、統合して

よかったね、いわゆるそういう事でですね、友達が増えて良かったね、私は良かった

なと自分で実感いたしておるしだいでございます。 

そんな中、賛成、あるいは反対、いろいろこれからもっともっと多くの議論が重ね

られていくと思いますが、私事でございますけれども、私の子供の時を振り返ります

ならば、私は友達が増える事、そして非常にナイーブであったその頃の自分の心を紐
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解きますと、友達と言うのはいわゆる、しょげた時に励ましてくれる、そういう仲間

がたくさん出きる、これは本当に励ましでございまして、くじかけた時の支えになっ

てくれる、親の変りもしてくれる、そして兄の変りもしてくれる、そういう先輩、後

輩、同輩の人達とともに学校脅教育、いわゆる中学校の時の非常にセンシブルな子供

たちの支えになってくれるんではないかなと、そのように思いますので、大きくなっ

たからどうのこうの、小さいからどうのこうの、あるいは格差がどうのこうのという

よりも、友達がたくさんできるという私はその言葉に、本当に信じております。とい

う事で前置きが長くなりまして、質問に入らせていただきます。よろしくお願いいた

します。我が市の地産地消と食育の推進についてお尋ねいたします。 

私、３つの問題を掲げてまいりました。ひとつには、我が市の地産地消と職位区の

推進についてということでございます。 

お尋ねをいたします。 

地域に埋もれている「食の名人」の発掘を行い、マイスターとして登録し生産物の

ブランド化を目指すという考えは無いのかという事でございます。 

ファーマーズマーケットが近々３月に誕生し、さらに５月から稼動するというよう

に聞いております。 

私は実際、農業生産者ではございません。しかし、このあわら市を見渡しますと、

本当に農に勤しんでいらっしゃる方、あるいは兼業されている方、そういう方々がた

くさんいらっしゃるわけでございます。 

この生産者の方々に励ましを出す為のファーマーズマーケット、いわゆる時代に即

応した事情ではないかなとそのように感じております。見渡せば、この前もセミナー

でございましたが、非常にイタリアの風景に似ている北部丘陵があるのにも係わらず、

いわゆる生産力が非常に低下している、後継者問題がある、色んな事を私は聞いてお

ります。その中でこのこのファーマーズマーケットがこれからのあわら市、ちょっと

田舎でございますけれども、光る都市としてですね存在してくる、あるいは継続して

いく、あるいは発展していく、そういう市場性を持ってるんではないかなと私はその

ように感じております。 

この取り組みが、我が市の農業に安定と供給、さらに定着し、さらには拡大してい

くためには市民全体の努力が結集する中ではないかと、農の自立とも言えるんではな

いかと、そのためには市が中核となって音頭とりとなり、経営が成り立つという目標

を持って粘り強く継続し、失敗してもめげないと、改良に改善を加えていく事ではな

いかと、いわゆるひとつの経営と全く同じ事ではないかと、私はそのように確信いた

しております。 

本当に後継者問題で行き詰まる事ではありますけれども、大変な畑作、あるいは畑

作稲作、いろいろ本当に私にはわからない事ではございますが、これから土と供に、

そして私達の世代が、団塊の世代の人たちが実業の世界から卒業し、ゆとりあるこの

あわら市の市民として、その土と供に生き抜く事、そして後継者の方々にそれを伝承

していく事、これがいかに大事な事かと私はそのように感じております。 
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更に、食育という事でございますが学校給食、恐らくこれから統合という事になれ

ばですね、又、食事において、まあ昨日ですかね、給食を食べさせていただいたんで

すが、ヘルシーメニューでですね、野菜もたっぷりありましたし、ジャガイモもあり

ましたし、おいしかった。私はこういう食に満たされている中にですね、本当にこれ

で血になり肉になり、そして元気が出てくるのかなと、そのような事も感じておりま

す。 

そんな中でですね、生産される食材が、我が市独自のオリジナル料理の中心になる、

ブランドになるという事が望まれるわけでございます。例えば、勝山には水菜があり、

｢勝山水菜｣、大野には｢大野里芋｣といったような、北部丘陵を含め、あわら市の全域

で生産される農産物が「あわら米」である、「あわら野菜」であるというようにして

誕生したならばいかがでしょうか。 

我が市独自のオリジナル料理として多くの方々、我が家で、我が村で、我が街で、

我が市を訪れる観光客の方々にも提供しようというような目標を持つ事に大きな意

味が存在するのではないかと私は思います。 

我が地域が持つ宝、「人材」「マイスター」「名人」というような称号をその方々に

ですね、いわゆる見出し付託し、料理の品評会のような、美味しい、あるいはめずら

しい、楽しい、あるいはコンテストを行い、あるいは振る舞い、我が市独自のマイス

ターという称号付託、その方々を登録し、そしてその方々の料理をレシピ化し、広く

市民全体に、また、わが市に訪れる方々に賞味していただく事、食による観光戦略は

我が市において我田引水ではないのではないでしょうか。広く農業と観光の一元化は

必ず新たな観光資源として生まれるのではないかと存じます。 

特に昨今の低迷する農業と観光の双方のコラボレーションが可能となる我があわ

ら市は、このような考え方の中に新たな光が見出せるのではないかと私は確信いたし

ております。 

さて、地産地消と食育は表裏一体であるといわれております。資料によりますと、

２００５年７月１５日には、食育基本法というものが制定されたと聞いております。

家庭や学校での食生活を改善し、国民の健康増進を目指すと供に、目的とした食育基

本法も施行されましたというように書かれております。教育基本法は国や地方自治体

に食育に関する施策の推進を義務づけ、教育家、経営者には食育の啓発を図るように

求めている。地産地消を取り入れての漁村の活性化や食文化の継承等を盛り込んでい

るのが大きな特色である。地域の素材に応じた、食育は地元で取れた農産物を食べる

という地産地消そのものである。学校給食で地産地消が推進されることになれば、子

供たちが、その地域の農業事情や食物が育つ環境について学ぶ意義も大きい物がある、

それが生産者の励みになり、地域の良さの再発見になり、地域の活性化を促す事にな

ると期待されているというように、この地方自治体の発行された文章にも係れている

わけでございます。 

ちなみに私は一昨日ですか、３月４日開かれました、農のセミナーがございまして、

そちらの方に行ってまいりました。小浜市の政策官であります、そして職のまち作り
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課長の高島さんのお話しを聞かせていただきました。本当に多くの資料をいただきま

して、本当に触れ合わせていただいたところ、私もこの農業というものと、そして我

が市特有の観光という物が非常に大きな、これからの力になるのではないかと感じて

おります。 

続けて言わせていただきます。 

さて、地産地消と食育は表裏一体でありますが、物心ついた時に味わった、おばあ

さん、お母さん達、また近所の方々、親戚の方々のお力で味わせていただいた味覚は、

又、村の食の達人達が食べさせてくれた、あの味覚は遠くに住んでいても忘れかけた

故郷の味、食材は必ず私達の心の中に生き続けております。 

鮭は育った川に必ず帰る。離れても、なお生まれ故郷を目指してくる。であります

から故郷を守り続けた人は、遠く離れた方を呼び戻す力となると信じております。 

食の伝承、そして伝統を守り、地域住民が一体となれば必ずや新たな展開が示され

るのではないかと、地域に埋もれた食の名人の発掘を行いマイスター登録し、我が市

の生産物をブランドまで発展させ、農と観光の双方の発展を目指すという考えは無い

かという事をお尋ねさせていただきます。 

第二点目におきまして、質問させていただきます。 

ＪＲ芦原温泉駅の改善、ＪＲ芦原温泉駅の改善とですね、そして湯のまち駅の空き

店舗になっております案内所、旧芦原町の時の案内所ですね。それについての質問を

させていただきたいと思います。 

ＪＲ芦原温泉駅は、ＪＲ国鉄が運行されてから県北の玄関口として旧金津からです

ね、また三国線というもが出て、今日の芦原温泉ができるに至った事は私が申すまで

もございません。 

ＪＲ芦原温泉駅は現在のあわら市誕生の市民の根底に存在する物と聞いておりま

す。同駅は市民利用者、さらには交流、またビジネスでございましょうけれども、又、

旅の始まりはこの二階の待合室から始まるという事は間違いございません。 

さて、その目的が終わり、列車で我が芦原温泉駅に到着した時に、プラットホーム

から階段を上がり、改札口を出た時、家族が出迎えてくれた時、あるいは友達であっ

たり、あるいは若い方の恋人であったり、あるいは家族であったり、その顔が見えた

時には本当にうれしいものであります。ありがたいなあと、家族はありがたいなあ、

あるいは友達はありがたいなあと、知人はありがたいなあと、そういう感謝がそこで

生まれてくる、これもひとつの感動ではないかと私はそう思います。 

さて、みなさん帰路につかれていくわけですが、そんな中、もしお迎えの方がです

ね、時間どおり到着していなかった時に、がっかりするわけですね。自分もそうでご

ざいますけれども、本当にいつ頃迎えにきてくれるのかな、不安が過ぎるわけでござ

います。 

階段を降りきってしまった。車やバスがない、もし、外には雨が降る、また雪が降

る、吹雪だった時に皆さんどうでございましょうか、多くの荷物を持ってですね、ま

た、階段の途中でですね、たたずんでいる姿、そんな事をよく目にする事がございま
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す。そんな事もよくあり、私もそのように感じておりまして、皆様方からなんとかな

らんのかというお問い合わせが、数多く寄せられてくるようになりました。 

それはなぜかといいますと、沿線の駅が近代化してるんですね、そしてバリアフリ

ー化しております。エスカレーターがあります、エレベーターがあります、そういう

物の中で私達は格差を感じているのを、私の耳に入るのかなとそんなように思ってる

わけでございます。 

我がＪＲ芦原温泉駅は市民と近隣の住民、また、さらには観光地へ訪れる方々のた

くさんの大切な玄関口であります。出発の時の二階待合室は、二階に存在するという

事はなんの不便のございませんが、しかしどうでしょうか、市民が列車で降り立った

時に、プラットホーム、階段を上がって行くと先ほど述べた事でございますが、残念

でございます。 

新幹線というものが、整備新幹線として我が芦原温泉駅に来るわけでございます。

その中で１０年間の多くの長い時間をですね、経過してくる、その間ですね、その残

念をですね、毎日１５０本の往来する列車の人達ががっかりしている、そして一喜一

憂する、そういう事を感じさせていて、果たしていいのかなとそういうように考える

わけでございます。 

足腰が弱くなった不自由な方、高齢な方、あるいは交通弱者の方､障害を持たれた

方、身重のなった方、重い荷物、土産を持って、そして帰ってこられる方にですね、

一階付近にですね、いわゆる待合があったらいかがかなと、そんな事を思ったわけで

ございます。 

時間が長くなってすみません、ちょっと端折りまして、次にあわら湯のまち駅でご

ざいますが、あわら湯のまち駅に観光客が要望する情報提供するインフォメーション

センター、ないのかなと、地域再生マネージャーという方が我々の所に、総務省から

赴任されております。 

３年という限定でございますが、この方がこれから私達と供にですね、力を合わせ

て頑張っていただけると思うんですが、そんな中でいわゆる空き店舗になった元の観

光案内所の場所が空いているわけでございますが、それらの利活用はいかがなものか

なと、そんな事でございます。 

更にですね、最後にですね、あわら市の観光マップの作成についてお尋ねをいたし

ます。 

市全体を対象とした明確にビジュアル化されたあわら市観光マップを作成される

というようなお話しはないのかなということでございます。 

我が市は合併後早２年を経過し、順調に市民の融和が計れていると思うわけでござ

います。そんな中で旧金津地区の観光資源、旧芦原地区の観光資源が未だ統合されて

ないわけですね、さらにあわら市全域に埋もれた観光資源を、市民また観光客に広く

知らしめる、知らない人に知らしめるというためには、そして前向きな可能性を軽減

する為には、あわら市全域に埋もれた宝探しをし、その原石を磨き、我が市の津々浦々

にある宝を発見するという運動は、必ずその運動、あるいは行動の結果、訪れる観光
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客のみならず、市民相互の理解と信頼を深め、市民を巻き込んだ運動になるのでは、

繋がっていくのではないかと、去年、総務相から地域再生マネージャーがこられて、

先ほども申し上げましたけれども、議会におきましても、まちづくり調査特別委員会

も設置されているわけでございます。旧両町には多くの資源が、また、先ほどのお話

しでもございますが、保存されているわけでございます。それらを紐解き、さらに広

がった地域には多くの観光になる地域の宝が存在している。それは例えば、平成の初

期にですね、こういう福井の宝捜しというような資料が福井ＪＣの方々の力によりま

して、出てきてから福井の工業と商業と、そして住民の方々だけであった物の中で、

福井の観光というものがそこで出来てきたわけでございます。 

そんなわけでございまして、ちょっと時間が係って申し訳ございませんので、そう

いう事をですねやりながら、この観光と工業、そして商業、そして市民が一丸となっ

たこの３万都市のあわら市の中に、観光というものがこの村々、津々浦々を巻き込ん

だ形での運動展開がこれから目指されるべきでないかと、そうのような事を思ってお

るわけでございます。 

多少時間が２０分ほどの話しになってしまいましたんで、こんな所で私の質問に変

えさせていただきたいと思いますので、ひとつ真摯なご答弁をよろしくお願いして質

問を終わらせていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 関山議員のご質問にお答えいたします。 

私も団塊の世代でございまして、私どももちょうど中学校が、あの当時坂井郡、み

なほとんど同じような時期に建て替えられておりますので、同じように私も、椅子を

持って、そういった移動した経験がございまして、非常に多くの仲間と親しくできて

よかったなと思っておるところでございます。 

さて、１点目の地産地消と食育の推進についてのご質問でございますが、地域マイ

スター登録制度の導入につきましては、本来の意味でのマイスター制度とは若干異な

りますが、県と協力し、各地区のアメニティ活動推進員を中心に、優れた技の伝承と

技を活かした地域づくりを目的として「むらの達人」の掘り起こしを行い、坂井地区

全体で３６人の達人を「むらの達人」として登録をいたしております。 

あわら市でも、「わら細工」をはじめ、伝承料理では「とびつき団子」や「すずめ

焼き」など１２人の達人が登録されております。あわら温泉は、温泉宿泊地であるこ

とから、多くの優れた料理人を有していることも、他の市町村に比べて恵まれた条件

にあると考えております。 

今後は、「むらの達人」や「料理人」の力を大いに活用しながら、食の面でのブラ

ンドづくりによる地域づくりにも取り組んで参りたいと考えております。 

さらに、地産地消の推進や生産者と消費者の交流拠点施設として、ファーマーズマ

ーケット「きららの丘」が５月にオープンをいたしますが、これに合わせた取り組み
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として、県やＪＡなどが生産者とタイアップして、ミディトマトの越のルビーデラッ

クスや越前柿では、冷凍あわせ柿、越前干し柿、あわせ柿のジェラートなどを利用し

た企画を進めておるところでございます。 

今後は、ファーマーズマーケットを効果的に活用するとともに、県内随一の温泉宿

泊地である「あわら温泉」を支える旅館業などの観光事業者と園芸産地の担い手であ

る生産者との意見交換会や異業種交流をさらに促進して、地産地消の推進や地域ブラ

ンドの創造に積極的に取り組んで参りたいと考えております。 

次に２点目のご質問でございますが、まず、ＪＲ芦原温泉駅の改善に関するご質問

でございますが、ＪＲ芦原温泉駅は、沿線住民や芦原温泉等の観光客が利用する主要

な駅として、昭和４０年代後半に橋上駅舎として整備され、現在は上下合わせて約１

５０本の列車が停車する嶺北の玄関口となっております。 

ご質問の駅舎１階部分につきましては、部分的ではありますが、多少の雨や雪には

耐えられる屋根が整備されております。 

１階部分への待合室の整備ということでございますが、この駅は橋上駅舎であるこ

とから待合室も２階部分に設けられております。 

市では現在「芦原温泉駅周辺整備基本計画」を策定中であります。この計画では、

新幹線駅と芦原温泉駅併設を含めた周辺の整備計画として、長野から金沢・福井間開

業を見据えた整備を予定いたしております。 

議員ご指摘の、駅舎１階部分の待合室の整備につきましては、ＪＲに対し、市とし

て要望してまいりたい考えております。 

次に、あわら湯のまち駅の利活用についてでございますが、この駅はえちぜん鉄道

芦原・三国線のほか、県内有数の観光地である東尋坊方面への路線バスの中継拠点と

して、観光シーズンには多くの観光客で賑わうなど、あわら温泉街の玄関口としての

機能を果たしております。 

しかし、当駅を拠点としていた観光バス事業者の撤退に伴い、駅舎の約３分の１、

約８０㎡が空き空間となるなど、あわら温泉の顔としてふさわしい利活用が課題とな

っております。 

このような状況から、市では、この空き空間の利用方策として、旧両町の文化や歴

史、産業などを紹介する展示ギヤラリー、伝統工芸品や特産品を販売するアンテナシ

ョップなどを設置した、観光・散策スポットとしての活用を検討いたしております。 

このほか、市内外の観光情報を総合的に提供する観光コーナーを設置し、観光案内

機能の強化を図るなど、あわら市観光の情報発信拠点としての活用も検討して参りた

いと考えております。 

次に３点目の観光マップの作成についてのご質問にお答えいたします。 

近年の旅行形態の少グループ化に伴い、観光客の観光地に求めるニーズは多様化し、

地域の人々との語らいや文化・風物、伝統行事などとのふれあい、歴史的な遺構や史

跡など、観光地としての魅力づくりが求められております。 

特に、古くから北陸道の宿場町として栄えた歴史豊かな旧金津地区の地域資源は、
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名所・旧跡の少ないあわら温泉にとって、極めて貴重で、魅力ある観光資源であると

認識をいたしております。 

現在進めております「地域再生マネージャー事業」におきましても、地域資源の発

掘は重要な業務の一つともなっており、地域の皆様にもご協力をいただきながら、計

画的に調査活動を行い、各地域の自慢の「宝」を発掘して参りたいと考えております。 

なお、この活動の成果につきましては、あわら市観光協会、芦原商工会等と連携し

て仮称「あわら歳時記」として小冊子にまとめるほか、今後のマップづくりに反映さ

せて参りたいと考えておりますのでよろしくお願いを申し上げます。 

○７番（関山博夫君） ７番、関山。 

○議長（山川 豊君） ７番、関山博夫君。 

○７番（関山博夫君） 本当にご納得させていただきまして、理解させていただきまし

た。 

最後にですね、これからですね、地方分権、そして行政改革、我が市においてもそ

の波を積極的に対応していかなければいけない時期に来ているわけでございます。 

福井新聞のですね、記事に県会の一般質問の方のお言葉の中でですね、知事さんの

質問と、８市の中でですね、言われている事を引用させていただきたいと思います。 

県と市長との新たな関係はどうなのかと、若手の坂井郡の選出の先生からのご質問

に対して、知事のお答えというのがございます。本格的な地方分権時代を迎える中、

県と市町はこれまで以上に連携を強化する必要がある。新年度からは９市８町の市町、

そして町長との定期的な意見交歓会を開くというような事が書かれております。 

この中では市長、あるいは議長がですね、そういうところに出向かれて、多くの事

を語られると存じます。そういう事はいわゆる、県、また市町の領域がですね、非常

に私達の身近に迫ってくるのかな、そういうように予感するわけでございます。 

また、もう一人若い方のご質問の中に、ブランド作りというものの質問がございま

した。本県のブランド作りの具体的な戦略はというような事でございます。その中で、

知事がお答えされたのは、なぜか長寿の知名度向上や地域ブランド創造事業の定着な

どで、ブランドを進展させる事が重要である、こういうような形で簡単明瞭ではござ

いますが、この中に多くの資源がかくされているのかなと、課題が隠されているのか

なと思います。 

私も昨年、市会議員にさせていただき、そして残りの間、この議会を通じていろい

ろ情報収集し、皆様方に情報を提供し、そしてこのお話しの活性化に寄与していきた

いと思いますので、本日の質問を終わらせていただきたいと思います。 

○議長（山川 豊君） 暫時休憩します。 

再開は１時です。 

（午前 11時 43 分） 

 

○議長（山川 豊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

会議の前に一言、厳重に注意をいたします。 
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午前中の会議の中で、携帯電話を持ち込み禁止という事になっておりますところ、

携帯電話の着信がありました。これについては厳重に注意しますので、今後ともこの

事がないようにお願いをいたします。 

それと質問の中で、一人３問ということは４５分、３回と決めてありますので、４

回目に付いては許可しませんので、これも議員の皆さん、厳重に守っていただきたい。 

それと時間的誓約もございますので、３番目ですけれども、あまりにも前置きが長

く過ぎますので、前置きは簡単にしながら、質問の本質に入っていただきたい。 

これ３点をご注意申し上げます。 

そして、もう１点につきましては、午前中の質問の中で、向山議員の発言の中で、

牧田議員個人に関する、一部適正をかく発言がありましたので、先ほど議会運営委員

会の協議の結果、当該部分の発言を取り消す事といたします。 

議長職権でさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

（午後 1時 08 分） 

 

◇八木秀雄君 

○議長（山川 豊君） それでは、午前中に引き続きまして、一般質問を開始をいたし

ます。 

通告順に従い、１番、八木秀雄君の一般質問を許可します。 

○１番（八木秀雄君） １番、八木秀雄。 

○議長（山川 豊君） １番、八木秀雄君。 

○１番（八木秀雄君） 今日、私、この芦原庁舎に来る前に、北部丘陵へちょっと車で

よりまして、そうしましたら、北部丘陵のハウスの前で、７０歳前のご夫婦の方がハ

ウスの中で作業をしてました。 

車からおりまして、私、今から北部丘陵の担い手の話をしてきますのでという具合

に、その方とちょっと会話をしてきました。そうしましたら、即座にその方は、担い

手の事で、｢八木さん、担い手というのはここで作った色んな作物が、市場で高く売

れれば、息子たちが仕事をやめてでも、この作業をするんですよ｣と答えをいただい

たような感じで参ってきました。 

そして、その通り道、そこの坂井北部丘陵から農業者トレーニングセンターの坂道

を下りてきまして、芦原庁舎が昭和５６年に出来た、この芦原庁舎を見ながら、この

芦原庁舎の事についても、今日は一般質問するんだという事で、そこで決意を新にし

て今日にまいりました。 

それでは一般質問をさせていていただきます。 

まず、金津、芦原両庁舎の統合についてです。 

市長は年頭の記者会見の中で、金津、芦原両庁舎が２００７年４月に統合する意向

を示し、合わせて市役所内部の組織再編も行なう意向を明らかにしました。 

また、今の芦原庁舎の利用、活用方法を検討する内部組織を設けると述べてます。

発表から２ヶ月たちました。その進捗状況を説明していただきたいと思います。 
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又住民の声をいつ聞き入れるかも、併せて質問をしたいと思います。 

次に、北部丘陵地担い手育成事業について、三国・あわら丘陵地営農推進協議会「農

と文化のあるまちづくり基本計画」、平成１５年３月に担い手育成事業の主な施策、

幼稚園児、小、中学生の食、農、環境学習と農業体験のできる地域ぐるみの学習シス

テムを構築すると明記してありますが、どのような活動をされているのかご質問しま

す。 

以上です。 

○市長（松木幹夫君） 議長、市長。 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 八木議員のご質問にお答えいたします。 

１点目の庁舎統合に関するご質問につきましては、先ほど、坪田議員に対する答弁

の内容と重複をいたしますが、現在、統合に向け、職員の配置や組織の再編、統合に

伴う課題の洗い出しや整理を関係部署に指示をしているところであります。 

また、これらと並行して、統合後の芦原庁舎の利活用につきましても、職員からの

意見やアイデアを求めるなどの作業を進めております。 

まずは、庁舎統合の具体化を先行させて参りたいと考えておりますが、議員ご指摘

の市民の皆様の意見をお聴きする手法につきましても、利活用の調査、研究を行なう

庁内組織において、検討して参りたいと考えております。 

次に２点目のご質問にお答えをいたします。 

あわら市と三国町に広がる坂井北部丘陵地では、国営総合農地開発事業により優良

な畑地約１，０００ヘクタールが造成され、大根やスイカをはじめとする土地利用型

農業やメロン、トマトを中心とした施設園芸が盛んで、野菜、果樹の県内随一の産地

となっております。 

丘陵地の農業振興事務の共同執行を目的に組織された三国・あわら丘陵地営農推進

協議会において、丘陵地農業の目指す方向を明確にし、その基本的考え方となる基本

理念やテーマ、基本方向を定めたものが、平成１５年３月に策定した「農と文化のあ

るまちづくりの基本計画」であります。 

議員ご指摘の地域ぐるみの学習システムの構築につきましては、基本計画における

担い手育成事業の施策の一つに掲げられており、現在、その施策の実現に向け、県立

大学と連携した学習会などを実施いたしております。 

なかでも、平成１６年度から県畜産試験場を会場に実施いたしております「わくわ

く体験農場」は、協議会が中心となり、あわら市と三国町、県関係機関、花咲ふくい

農業協同組合、坂井北部土地改良区、各種農業団体や生産農家などが一体となり企画

されたものであります。 

乗馬や羊のえさやりなどの「動物とのふれあい体験」、ウインナーやバターづくり

などの「ものづくり体験」をメインとした内容で、地域資源を活用した体験メニュー

づくりや体験学習の受け皿となるものであります。 

この事業の実施にあたっては、あわら市及び坂井郡内の保育園や幼稚園、小学校の
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協力が得られたことから、昨年度は１日に約３，０００人、本年度は１日に約５，０

００人の来場者に恵まれ、多くの子供達が生き生きとした表情で動物とふれあったり、

家族が笑顔いっぱいでソーセージを作ったりと、体験学習に対する関心の高さを実感

できたものとなっております。 

今後はさらに、農業、教育、環境等に携わる関係機関や各種団体が一体となって、

地域の皆様となお一層の連携を図りながら、次世代を担う子供達の体験を通した食料、

農業、環境学習ができる地域ぐるみのシステム構築へ向けた取り組みを展開して参り

たいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○１番（八木秀雄君） 再質問をいたします。 

○議長（山川 豊君） １番、八木秀雄君。 

○１番（八木秀雄君） 担い手の事についてなんですけど、各学校でおきまして、農林

水産の体験に取り組んでいるとお聞きしていますが、次世代を担う子供たちのために、

農、教育、農業教育、環境部門が真剣に連係を深めて、友好な学習システム構築を取

り組んで欲しいと思います。 

また、それに必ず実績を作っていただきたいと思います。 

それについてのご質問をいたします。 

○経済産業部長（小林幸夫君） 議長、経済産業部長。 

○議長（山川 豊君）経済産業部長、小林幸夫君。 

○経済産業部長（小林幸夫君） 八木議員の再質問にお答えいたします。 

次の世代を担う子供たちが、生涯を通じて健全な心身を養い、豊かな人間性を育む

為には子供の頃からの体験の場を通じての、食や農業への理解を深める事が非常に重

要で有効な手段と考えております。 

農林水産業を体験する事によりまして、仕事のやりがいや苦労を知り、その重要さ

を。また、料理体験によりまして、健康に対する食の重要性や食文化への理解を深め

る事を。そして、動植物と触れ合う事によって、生命の多様性とその尊さを学び、自

らが学びます。 

さらには、農林水産業を維持継続する事が、地域の環境の保護にも繋がるものと確

信いたしております。 

さらに、将来、本市の子供たちが様々な体験をきっかけとして、環境問題に取り組

んだり、自らが就農し、環境保全型の担い手となってくれたり、そしてなによりも生

命の大切さを重んじる人材の育成に繋がるものと考えておりますので、今後も農業教

育環境に携わる、関係機関や団体と一緒になりまして、地域住民との連係を深めなが

ら、地域ぐるみで体験を通じた学習システムが構築できるよう、努力して参りたいと

考えて降りますのでよろしくお願い致します。」 

 

 

◇山口峰雄君 

○議長（山川 豊君） 続いて通告順に従い、５番、山口峰雄君の一般質問を許可しま
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す。 

○５番（山口峰雄君） ５番、山口。 

○議長（山川 豊君） ５番、山口峰雄君。 

○５番（山口峰雄君） 議長のお許しをいただきましたので、５番、山口が公民館の活

動の強化について質問をさせていただきます。 

先般示されたあわら市の総合振興計画、素案でありますけれど、その中に５つのプ

ロジェクトがありますが、そのひとつに、輝く人、地域の創造プロジェクトというプ

ロジェクトがあります。このプロジェクトの基本方針として、地域コミュニティの創

造を上げています。 

この中で、地域で考え運営する拠点やしくみづくりを目指しますと述べられていま

す。この地域で考え、運営する拠点として公民館は、もっとも身近でかつ、生活に密

着した重要な拠点であります。 

この公民館は、地域の特性に合った生涯学習の中心として重要であるだけでなく、

小学生の放課後の文化、社会教育、わいわい教育とか、合宿通学、世代間交流、こう

いったものに、最近、公民館が利用されてきつつあり、すなわち、学校教育の補完的

役割が期待されております。 

このように生まれてから死ぬまで、社会教育の中心として、公民館が重要になって

きていると思います。 

そこで、現在あわら市には９つの公民館があります。そこで、職員の配置について

ちょっと述べさせていただきます。 

中央公民館、伊井公民館は館長が職員であり、主事が職員、それから管理人がひと

りずつおります。職員がひとりづつということは、兼務という事です。同じく、坪江

公民館と剱岳公民館も職員の館長、それから主事の職員、それから民間人の嘱託、こ

れはひとりずつおります。管理人といいますのは、鍵を開けるだけという事で、ひと

りずつおります。それから細呂木公民館、吉崎公民館も同じく、職員それから館長の

職員、兼務の職員と主事、それから民間人の嘱託がおります。 

また、湯のまち公民館につきましては、職員が専任の職員の館長、専任の職員の主

事、それから民間人の嘱託がおります。さらに本荘公民館は民間人の嘱託、主事は民

間人の嘱託、それから管理人も民間人で、同じく北潟公民館も民間人の館長の嘱託が

いらっしゃいます。 

それで旧金津には６館あり、芦原には３館あるという事です。こういった職員配置

でやられております。この表から、同じあわら市の公民館の中で、館長、主事が兼務

の公民館と館長、主事が専属の公民館があるという事です。 

細呂木地区を例にとりますと、吉崎公民館と兼務のために、館長の勤務は午前中は

細呂木公民館、午後は吉崎公民館に勤務となっています。ところが、以前は旧金津の

全ての公民館で民間人の館長、それから２館を兼務する市の職員の主事、管理人とい

った構成で、館長兼務している公民館は、ひとつもありませんでした。 

また、当時は館長が地元出身に著名人であったため、各種のイベント時にあいさつ




